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産
業
化
以
前
の
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
に
お
け
る
家
業
と
女
性
（
一
七
七
〇
―
一
八
二
〇
）

）

七
五　
（

は
じ
め
に

　

Ａ
・
ベ
ッ
ラ
ヴ
ィ
テ
ィ
ス
の
指
摘
を
待
つ
ま
で
も
な
く
「
女
性

は
歴
史
上
ず
っ
と
働
い
て
き（
た
）
1

」
の
で
あ
っ
て
、
ギ
ル
ド
の
親
方

が
経
営
す
る
工
房
で
、
親
方
の
妻
や
娘
や
と
き
に
は
寡
婦
と
な
っ

た
母
親
が
、
工
房
の
生
産
活
動
や
そ
の
他
の
賃
仕
事
に
携
わ
る
こ

と
な
く
優
雅
に
暮
ら
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
労
働
の
歴
史
に
お
い
て
、
近
世
に

女
性
が
ギ
ル
ド
の
親
方
資
格
や
徒
弟
修
行
か
ら
排
除
さ
れ
て
か
ら
、

近
代
の
工
場
制
の
下
で
安
価
な
労
働
力
と
し
て
姿
を
現
す
ま
で
の

三
世
紀
ほ
ど
の
間
に
つ
い
て
、
製
造
業
の
中
で
の
女
性
が
主
題
と

な
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。
ス
ペ
イ
ン
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、

女
性
の
経
済
活
動
は
家
内
奉
公
人
や
乳
母
や
助
産
師
、
行
商
や
市

場
の
販
売
人
、
農
業
労
働
を
中
心
に
論
じ
ら（
れ
）
2

、
製
造
業
に
つ
い

て
語
ら
れ
る
と
き
に
は
、
ギ
ル
ド
外
で
の
服
飾
小
物
な
ど
の
生
産

が
中
心（
で
）
3

、
ギ
ル
ド
社
会
と
家
族
・
女
性
を
扱
っ
た
研
究
は
数
少

な（
い
）
4

。

　

筆
者
は
こ
こ
数
年
、
当
該
時
期
の
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
の
絹
産
業
を

研
究
対
象
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
時
期
の
絹
織
物
や
ス
ト
ッ
キ
ン

グ
、
ス
カ
ー
フ
な
ど
の
服
飾
小
物
の
生
産
は
、
消
費
革
命
の
進
展

と
王
権
の
自
由
貿
易
政
策
に
よ
る
植
民
地
市
場
の
開（
放
）
5

に
よ
り
急

速
な
発
展
を
遂
げ
、
繁
栄
の
時
期
は
短
か
っ
た
も
の
の
、
そ
の
後

三
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の
同
市
の
産
業
化
に
多
く
の
人
材
や
労
働
力
、
資
本
を
提
供
し
た

と
評
価
さ
れ（
る
）
6

。
自
由
産
業
だ
っ
た
捺
染
綿
布
製
造
業
な
ど
と
異

な
り
、
十
八
世
紀
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
の
絹
産
業
は
中
世
末
か
ら
近
世

初
期
に
成
立
し
た
七
つ
の
ギ
ル
ド
に
組
織
さ
れ
て
い
た（
が
）
7

、
ギ
ル

ド
は
徒
弟
や
新
規
親
方
の
受
け
入
れ
に
関
し
て
の
み
な
ら
ず
、
婚

姻
に
関
し
て
も
お
し
な
べ
て
閉
鎖
性
が
低
く
、
柔
軟
性
を
持
っ
て

い
た
。
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
に
お
い
て
ギ
ル
ド
の
労
働
文
化
が
十
九
世

紀
以
降
も
残
存
し
た
と
い
う
Ｊ
・
ロ
メ
ロ
の
指（
摘
）
8

は
、
ギ
ル
ド
が

こ
の
よ
う
に
開
か
れ
た
性
格
を
持
ち
、
資
本
主
義
的
経
営
に
対
応

可
能
な
柔
軟
性
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
も
言
え
る
。

　

十
八
世
紀
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
の
ギ
ル
ド
は
パ
リ
や
ル
ー
ア
ン
、
ケ

ル
ン
な
ど
に
見
ら
れ
る
の
と
異
な
り
、
徒
弟
修
行
や
親
方
資
格
の

対
象
か
ら
完
全
に
女
性
を
排
除
し
て
お
り
、
女
性
が
ギ
ル
ド
の
正

式
な
メ
ン
バ
ー
と
し
て
工
房
を
運
営
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
な
か

っ
た
。
登
録
さ
れ
た
職
人
や
徒
弟
以
外
を
工
房
で
雇
う
こ
と
も
認

め
て
い
な
か
っ
た
が
、
親
方
の
家
族
が
生
産
に
携
わ
る
こ
と
を
禁

止
し
て
は
お
ら
ず
、
親
方
が
死
亡
し
た
場
合
に
寡
婦
が
工
房
を
継

承
す
る
こ
と
は
一
定
の
条
件
下
に
認
め
ら
れ
た
。
一
方
、
ギ
ル
ド

の
統
制
外
の
生
産
に
つ
い
て
は
、
同
市
の
条
例
（
一
六
三
六
年
）

で
、
ギ
ル
ド
に
独
占
権
が
あ
る
商
品
で
も
、
女
性
が
自
分
で
作
っ

た
も
の
を
生
活
の
た
め
に
、
店
舗
を
構
え
ず
に
市
場
な
ど
で
小
売

す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い（
た
）
9

。
こ
れ
と
は
別
に
、
王
権
は
啓
蒙

主
義
経
済
政
策
の
一
環
と
し
て
、
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
で
の
女

性
労
働
力
の
雇
用
を
認
め
（
一
七
七
九
年
）、
女
性
の
経
済
活
動

を
自
由
化
し
た
（
一
七
八
五
年
）
が
、
こ
れ
を
受
け
て
ギ
ル
ド
規

約
は
改
訂
さ
れ
て
い
な
い
。
本
稿
が
対
象
と
す
る
時
期
に
は
互
い

に
矛
盾
す
る
制
度
上
の
枠
組
み
が
共
存
し
て
い
た
と
言
え
る
の
で

あ（
る
）
10

。

　

絹
産
業
の
ギ
ル
ド
が
独
占
生
産
販
売
の
対
象
と
し
た
製
品
に
は
、

ス
ト
ッ
キ
ン
グ
や
リ
ボ
ン
、
薄
地
の
ス
カ
ー
フ
な
ど
、
小
物
の
製

造
や
刺
繍
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
「
女
性
ら
し（
い
）
11

」
仕
事
を
含
む
も

の
が
多
く
、
当
時
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
に
逆
ら
わ
ず
に
女
性
が
工

房
で
の
生
産
に
参
加
し
た
り
、
ギ
ル
ド
外
で
生
産
・
販
売
を
行
お

う
と
し
た
と
き
に
扱
い
や
す
い
も
の
と
重
な
っ（
た
）
12

。
そ
し
て
、
熟

練
や
技
術
を
要
す
る
仕
事
も
多（
い
）
13

。
ギ
ル
ド
の
親
方
が
運
営
す
る

工
房
で
の
生
産
活
動
へ
の
家
族
の
貢
献
、
そ
こ
で
雇
わ
れ
た
労
働

力
、
ギ
ル
ド
の
統
制
外
で
の
生
産
の
ど
れ
を
と
っ
て
も
、
女
性
の

労
働
が
鍵
を
握
る
セ
ク
タ
ー
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
は
こ

の
よ
う
な
時
代
の
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
の
絹
産
業
を
対
象
と
し
、
ギ
ル

ド
社
会
の
中
で
家
族
と
し
て
果
た
し
た
女
性
の
役
割
の
多
様
性
を
、

女
性
の
能
力
と
経
済
的
主
体
性
と
い
う
観
点
を
入
れ
て
考
察
し
よ

う
と
い
う
試
み
で
あ
る
。

三
九
〇
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以
下
、
第
一
章
で
ギ
ル
ド
社
会
と
女
性
の
労
働
に
つ
い
て
の
先

行
研
究
を
概
観
し
た
後
、
第
二
章
で
は
本
稿
で
使
用
す
る
史
料
と

研
究
方
法
に
つ
い
て
述
べ
、
続
く
三
章
以
下
の
本
論
で
は
、
数
量

的
分
析
と
い
く
つ
か
の
事
例
を
通
し
た
質
的
分
析
を
合
わ
せ
て
、

親
方
・
職
人
の
妻
や
娘
の
結
婚
前
の
労
働
経
験
（
第
三
章
）、
妻
・

寡
婦
の
家
業
へ
の
貢
献
（
第
四
章
）、
妻
の
持
参
財
の
意
味
（
第

五
章
）
に
つ
い
て
分
析
を
行
う
。
適
宜
、
相
続
や
婚
姻
に
関
わ
る

当
時
の
法
的
・
制
度
的
な
枠
組
み
と
、
史
料
に
見
ら
れ
る
実
際
の

運
用
を
対
照
さ
せ
、
制
度
的
な
分
析
だ
け
で
は
明
ら
か
に
な
ら
な

い
、
娘
、
妻
、
寡
婦
と
し
て
の
女
性
の
家
業
へ
の
貢
献
の
様
々
な

あ
り
方
の
実
際
と
そ
の
重
要
性
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
る
。

第
一
章
、「
衰
退
論
」か
ら「
主
体
性
」の
注
目
へ
：
ギ
ル

ド
社
会
と
女
性
の
労
働
に
関
す
る
先
行
研
究

　

前
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
女
性
と
労
働
に
関
す
る
先
行
研
究
に
お

い
て
、
中
世
を
女
性
の
労
働
に
と
っ
て
の
黄
金
時
代
と
み
な
し
、

そ
の
後
の
ギ
ル
ド
が
女
性
の
労
働
参
加
を
阻
害
し
、
周
縁
化
し
た

と
い
う
議
論
が
あ
る
。
Ａ
・
ク
ラ
ー
ク
（
一
九
一
九
）
に
始
ま
る

こ
の
見
方
は
、
八
〇
年
代
に
ギ
ル
ド
の
男
性
性
を
強
調
し
て
「
衰

退
論

（D
eclineT

heory

）」
を
確
立
し
た
Ｍ
・
ウ
ィ
ス
ナ
ー
、

「
ギ
ル
ド
の
再
評
価
」
へ
の
反
対
論
者
と
し
て
知
ら
れ
る
Ｓ
・

オ
ー
グ
ル
ビ
ー
ら
、
南
ド
イ
ツ
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
す
る
研
究
者
に

受
け
継
が
れ
、
後
者
は
特
に
ギ
ル
ド
が
技
術
教
育
や
労
働
市
場
の

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
よ
り
女
性
の
経
済
へ
の
参
入
を
制
限
し
、
マ
ー

ジ
ナ
ル
な
職
業
に
追
い
や
っ
た
の
だ
と
論
じ（
る
）
14

。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
十
六
世
紀
リ
ヨ
ン
で
の
女
性
の
多
様
な
労
働

参
加
を
扱
っ
た
Ｎ
・
Ｚ
・
デ
ー
ヴ
ィ
ス
の
仕（
事
）
15

に
続
き
、
Ｃ
・

Ｈ
・
ク
ロ
ウ
ス
ト
ン
や
Ｅ
・
Ｃ
・
マ
ス
グ
レ
イ
ヴ
ら
フ
ラ
ン
ス
史

研
究
者
に
よ
り
、
パ
リ
で
は
女
性
裁
縫
師
の
ギ
ル
ド
が
あ
り
少
女

を
対
象
と
し
た
徒
弟
制
度
が
あ
っ
た
こ（
と
）
16

、
ル
ー
ア
ン
で
は
絹
リ

ボ
ン
織
り
ギ
ル
ド
に
女
性
の
親
方
が
い
た
こ（
と
）
17

、
ナ
ン
ト
で
は
女

性
の
ギ
ル
ド
へ
の
参
加
が
裁
縫
師
に
限
ら
れ
な
か
っ
た
こ（
と
）
18

が

次
々
と
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
Ｄ
・
Ｍ
・
ハ
フ
タ
ー
は
十
八
世
紀
リ

ヨ
ン
の
絹
産
業
を
対
象
と
し
て
、
親
方
の
妻
の
労
働
が
小
規
模
な

工
房
に
と
っ
て
は
存
立
の
成
否
を
分
け
る
重
要
性
を
持
っ
て
い
た

こ
と
を
示
し
、
ま
た
、
ギ
ル
ド
の
親
方
の
下
請
け
で
働
く
女
性
が

材
料
の
糸
な
ど
を
く
す
ね
、
技
術
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
生
か
し
て
、

ブ
ラ
ッ
ク
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
取
引
す
る
様
子
を
描
き
出
し（
た
）
19

。

　

こ
の
よ
う
に
、
ギ
ル
ド
が
男
性
中
心
の
家
父
長
主
義
的
な
組
織

で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
中
で
女
性
が
不
利
な
立
場
に
置
か
れ
た
こ

と
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
地
域
や
業
種
に
よ
る
差
異
が
大
き
か
っ

た
こ
と
、
規
則
の
抜
け
穴
を
見
つ
け
、
当
局
の
黙
認
を
得
て
活
動
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し
て
い
た
女
性
が
い
た
こ
と
、
中
に
は
ギ
ル
ド
か
ら
排
除
さ
れ
る

と
い
う
地
位
を
利
用
し
て
活
動
し
、
ギ
ル
ド
に
組
み
込
ま
れ
る
こ

と
を
拒
否
す
る
女
性
も
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
く
る
と
、

制
度
か
ら
の
排
除
が
必
ず
し
も
女
性
に
よ
る
社
会
資
本
の
形
成
を

妨
げ
た
と
は
限
ら
ず
、
女
性
を
貧
困
や
周
縁
的
な
地
位
に
追
い
や

っ
た
だ
け
で
は
な
い
と
い
う
見
方
が
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ（
た
）
20

。

こ
の
よ
う
な
文
脈
で
、
法
の
抜
け
穴
や
違
法
な
営
業
を
も
含
め
て

都
市
経
済
の
あ
り
方
を
評
価
す
る
べ
き
だ
と
い
う
視
点
が
出
さ
れ
、

経
済
的
主
体
性
（agency

）
の
発
揮
の
実
態
を
、
史
料
か
ら
明

ら
か
に
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ（
た
）
21

。

　

同
時
に
、
女
性
の
労
働
を
生
産
の
現
場
だ
け
か
ら
見
る
の
で
は

な
く
、
家
庭
や
家
計
の
中
で
捉
え
直
す
こ
と
で
、
無
報
酬
で
行
わ

れ
る
再
生
産
に
関
わ
る
ケ
ア
な
ど
の
労
働
の
み
な
ら
ず
、
家
庭
内

で
の
市
場
向
け
生
産
活
動
へ
の
家
族
と
し
て
の
貢
献
な
ど
、
多
様

な
労
働
の
あ
り
方
に
光
を
あ
て
よ
う
と
い
う
試
み
が
な
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ（
た
）
22

。
し
か
し
、
既
婚
女
性
は
史
料
に
現
れ
に
く
い
た
め

に
主
題
と
な
り
に
く（
く
）
23

、
研
究
は
未
婚
女
性
や
寡
婦
に
偏
り
が
ち

で
あ（
る
）
24

。
既
婚
女
性
に
つ
い
て
は
、
家
業
か
ら
独
立
し
た
有
償
労

働
に
注
目
し
た
研
究
が
進
み
つ
つ
あ
る
一（
方
）
25

、
無
償
で
の
家
業
へ

の
貢
献
に
つ
い
て
の
研
究
は
不
足
し
て
い（
る
）
26

。
既
婚
女
性
の
家
庭

の
中
で
の
労
働
へ
の
注
目
は
、
必
然
的
に
女
性
の
労
働
を
生
産
構

造
や
文
化
的
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
だ
け
で
な
く
、
相
続
や
結
婚
の

制
度
な
ど
を
考
慮
に
入
れ
つ
つ
、
女
性
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
の
中

で
捉
え
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
こ
の
文
脈
に
お
い
て
、
オ
ラ
ン
ダ

の
労
働
史
と
女
性
史
の
研
究
者
の
中
か
ら
、
Ｊ
・
ド
・
フ
リ
ー
ス

の
「
勤
勉
革
命
論
」
を
発
展
さ
せ
、
女
性
の
経
済
活
動
が
十
八
世

紀
の
成
長
を
支
え
た
の
で
あ
り
、
そ
の
際
に
「
北
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

型
」
の
婚
姻
パ
タ
ー
ン
が
そ
れ
を
推
進
し
た
と
の
議（
論
）
27

が
出
さ
れ

た
の
に
対
し
て
、
Ｂ
・
ズ
ッ
カ
・
ミ
ケ
レ
ッ
ト
は
家
父
長
制
の

「
地
中
海
型
」
婚
姻
パ
タ
ー
ン
の
社
会
に
お
い
て
も
主
体
的
な
女

性
の
労
働
参
加
は
存
在
し
た
と
反
論
し（
た
）
28

。
本
稿
も
同
様
の
立
場

か
ら
分
析
を
行
う
た
め
、
こ
の
議
論
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
ギ
ル
ド
社
会
に
お
け
る
女
性
と
労
働
の
歴
史
研

究
は
、
ギ
ル
ド
の
も
つ
男
性
性
と
い
う
大
前
提
を
認
め
な
が
ら
も
、

ど
の
よ
う
な
社
会
に
お
い
て
も
女
性
は
労
働
し
て
き
た
と
い
う
こ

と
、
そ
し
て
限
ら
れ
た
条
件
の
下
で
も
経
済
的
主
体
性
や
才
覚
を

発
揮
し
た
り
、
ギ
リ
ギ
リ
の
環
境
で
も
力
強
く
抜
け
道
を
見
つ
け

て
生
き
た
女
性
た
ち
が
い
た
と
い
う
、
言
っ
て
み
れ
ば
当
た
り
前

の
こ
と
を
再
確
認
す
る
方
向
に
進
ん
で
き
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た

分
析
の
過
程
で
多
く
の
個
別
研
究
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
る
事
例

は
、
実
際
の
人
々
の
経
験
を
史
料
の
中
に
探
す
研
究
の
重
要
さ
を

示
し
て
い
る
。

三
九
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第
二
章
、
史
料
と
研
究
方
法

　

女
性
と
労
働
の
問
題
を
研
究
す
る
際
に
誰
も
が
直
面
す
る
の
が

史
料
の
問
題
で
あ
る
。「
記
録
さ
れ
な（
い
）
29

」
歴
史
事
象
を
ど
の
よ

う
に
救
い
上
げ
る
の
か
と
い
う
課
題
に
対
し
て
、
研
究
者
た
ち
は

各
々
の
ロ
ー
カ
ル
な
事
情
に
合
わ
せ
て
、
新
た
な
史
料
の
発
掘
や

解
釈
を
行
っ
て
い
る
。
セ
ン
サ
ス
や
徴
税
記
録
を
そ
の
限
界
を
認

識
し
た
上
で
利
用
し
な
が（
ら
）
30

、
裁
判
史
料
や
警
察
史
料
を
使
う
こ

と
に
よ
っ
て
違
法
な
経
済
活
動
を
含
め
て
分
析
し
た（
り
）
31

、
あ
る
い

は
日
常
を
描
き
出
し
た（
り
）
32

、
救
貧
の
記
録
か
ら
貧
し
い
女
性
の
労

働
実
態
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た（
り
）
33

、
慈
善
学
校
の
記
録
か
ら

孤
児
た
ち
の
預
け
先
に
女
性
親
方
た
ち
の
存
在
を
探
し
た（
り
）
34

、
女

性
に
よ
る
教
会
当
局
や
市
参
事
会
に
対
す
る
陳
情
を
分
析
し
た（
り
）
35

、

手
紙
な
ど
の
エ
ゴ
・
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
を
利
用
し
た（
り
）
36

と
い
っ
た
試

み
で
あ
る
。
通
常
は
形
骸
化
し
て
い
る
こ
と
の
多
い
ギ
ル
ド
規
約
も
、

リ
ヨ
ン
の
絹
織
物
ギ
ル
ド
の
よ
う
に
、
改
変
が
女
性
の
労
働
に
関

す
る
商
人
と
親
方
織
工
の
利
害
対
立
を
反
映
し
て
い
る
場
合（
や
）
37

、

パ
リ
の
女
性
裁
縫
師
ギ
ル
ド
の
場
合
の
よ
う
に
女
性
に
よ
る
組
織

自
体
の
記
録
と
し
て
使
え
る
場
合
に（
は
）
38

、
史
料
と
し
て
有
用
で
あ

る
。
遺
言
書
や
結
婚
契
約（
書
）
39

、
死
後
財
産
目（
録
）
40

な
ど
、
女
性
の
人

生
の
節
目
に
お
け
る
記
録
も
、
女
性
の
経
済
活
動
や
財
産
に
対
す

る
権
利
の
実
態
を
知
る
大
き
な
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ（
る
）
41

。

　

筆
者
は
こ
れ
ら
の
中
で
、
絹
産
業
者
本
人
か
そ
の
息
子
、
娘
を

当
事
者
と
す
る
「
結
婚
契
約
書
」
と
、
絹
産
業
者
と
そ
の
妻
・
寡

婦
の
「
遺
言
書
」「
死
後
財
産
目
録
」
を
史
料
と
し
て
利
用
す
る
。

こ
れ
ら
は
全
て
公
証
人
文
書
と
し
て
記
録
さ
れ
、「
バ
ル
セ
ロ
ー

ナ
公
証
人
歴
史
文
書
館
」（A

rxiuH
istòricdeProtocolsde

Barcelona

、
以
下
Ａ
Ｈ
Ｐ
Ｂ
）
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。
当
該
時

期
の
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
に
は
公
証
人
が
九
十
人
以
上
お（
り
）
42

、
時
系
列

順
に
様
々
な
文
書
が
記
録
さ
れ
た
分
厚
い
手
稿
本
が
一
人
の
公
証

人
あ
た
り
數
十
冊
あ
る
た
め
、
全
て
を
開
け
る
こ
と
は
不
可
能
で

あ
る
。
よ
っ
て
、
先
行
研
究
や
筆
者
の
調
査
の
過
程
で
の
判
断
か

ら
、
繊
維
業
に
関
わ
る
手
工
業
者
や
商
人
の
文
書
を
多
く
扱
っ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
公
証
人
を
選
び
、
そ
の
記
録
を
一
定
の
期
間

に
つ
い
て
網
羅
的
に
調
査
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
結
果
、「
結

婚
契
約
書
」
に
つ
い
て
は
十
四
人
の
公
証
人
の
調
査
に
よ
り
四
二

五
件
（
比
較
対
象
と
し
て
皮
革
・
金
属
セ
ク
タ
ー
の
手
工
業
者
の

結
婚
契
約
書
を
二
三
五
件
）、「
遺
言
書
」
に
つ
い
て
は
九
人
の
公

証
人
の
調
査
に
よ
り
五
四
二
人
分
（
男
性
三
二
〇
人
、
女
性
二
二

二
人
分
、
遺
言
は
一
人
で
何
度
も
残
す
場
合
が
あ
る
の
で
文
書
の

件
数
で
は
な
く
人
数
）、「
死
後
財
産
目
録
」
に
つ
い
て
は
遺
言
書

と
同
じ
公
証
人
の
調
査
に
よ
り
一
三
一
文
書
の
サ
ン
プ
ル
を
得（
た
）
43

。

三
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史
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当
時
の
手
工
業
者
の
数
が
確
定
で
き
な
い
た
め
代
表
性
に
つ
い
て

語
る
の
は
難
し（
く
）
44

、
財
産
を
持
つ
層
に
若
干
サ
ン
プ
ル
が
偏
る
こ

と
は
否
め
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
性
格
を
認
識
し
な
が
ら
分
析
を

行
う
に
は
十
分
な
数
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
う
ち
、「
遺
言
書
」

に
つ
い
て
は
既
に
数
量
的
分
析
を
中
心
に
ま
と
め
て
い
る
の（
で
）
45

、

今
回
は
い
く
つ
か
の
事
例
の
質
的
分
析
を
試
み
る
。「
結
婚
契
約

書
」
に
つ
い
て
は
、
調
査
の
一
部
を
Ａ
・
ス
ラ
ー
と
の
共
同
研
究

と
し
て
行
い
、
そ
の
成
果
を
国
際
学
会
な
ど
で
発
表
し
て
き
た（
が
）
46

、

今
回
は
全
て
の
史
料
を
検
討
し
直
し
、
新
た
な
視
点
か
ら
の
分
析

を
加
え
る
。「
結
婚
契
約
書
」
を
中
心
史
料
と
し
て
使
う
大
き
な

理
由
は
、
当
事
者
に
と
っ
て
人
生
の
最
も
重
要
な
契
約
で
あ
る
た

め
に
偽
り
が
な
い
こ
と
、
夫
婦
間
の
契
約
で
あ
り
男
性
の
情
報
と

同
じ
だ
け
の
情
報
を
女
性
に
つ
い
て
得
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で

あ
る
。「
死
後
財
産
目
録
」
に
つ
い
て
は
、
男
性
に
比
べ
て
女
性

の
「
目
録
」
が
た
い
へ
ん
少
な
い
た
め
、
本
稿
で
は
一
部
の
事
例

を
補
助
的
に
使
う
に
と
ど
め
る
。

　
「
遺
言
書
」
に
つ
い
て
は
す
で
に
別
の
機
会
に
論
じ
て
い
る
の（
で
）
47

、

「
結
婚
契
約
書
」
の
史
料
と
し
て
の
特
徴
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ

て
お
こ
う
。「
結
婚
契
約
書
（capítolsm

atrim
onials

）」
は
結

婚
す
る
新
郎
新
婦
と
（
存
命
で
あ
れ
ば
）
双
方
の
両
親
を
当
事
者

と
す
る
契
約
で
、
結
婚
に
際
し
て
の
親
か
ら
子
へ
の
財
産
の
譲
渡

に
関
す
る
契
約
と
、
新
郎
新
婦
間
で
の
持
参
財
の
や
り
取
り
な
ど

に
関
す
る
契
約
の
両
者
を
含
み
、
十
八
世
紀
後
半
に
な
る
と
作
成

率
の
減
少
が
指
摘
さ
れ
る
も
の
の
、
近
世
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
に
お
い

て
は
大
半
の
場
合
に
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ（
る
）
48

。
ス
ペ
イ
ン
の

中
で
も
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
な
ど
の
分
割
相
続
地
域
と
は
異
な
り
、

子
の
結
婚
の
際
に
財
産
の
相
続
が
な
さ
れ
る
た
め
に
存
在
す
る
特

徴
的
な
文
書
で
、
元
々
は
別
個
の
文
書
だ
っ
た
相
続
に
関
す
る
親

子
の
契
約
、
婚
姻
を
取
り
結
ぶ
家
族
間
の
持
参
財
の
約
束
と
そ
の

受
け
取
り
証
書
な
ど
が
中
世
後
期
に
一
つ
に
合
わ
さ
っ
た
も
の
で

あ（
る
）
49

。
最
も
単
純
な
ケ
ー
ス
で
は
、
新
婦
の
父
親
か
ら
新
婦
へ
の

財
産
の
法
定
遺
留
分
の
贈
与
と
残
り
の
遺
産
に
関
す
る
権
利
の
放

棄
、
新
婦
か
ら
新
郎
（
と
そ
の
父
親
）
へ
の
持
参
財
（dot

）
の

贈
与
と
そ
の
条
件
（
持
参
金
の
額
、
箪
笥
の
数
で
示
さ
れ
る
嫁
入

り
道
具
、
遺
産
を
相
続
す
る
子
供
が
で
き
ず
に
結
婚
が
解
消
さ
れ

た
場
合
の
返
還
条（
件
）
50

）、
新
郎
側
に
よ
る
持
参
財
の
受
け
取
り
の

表
明
、
そ
れ
に
対
し
て
保
証
さ
れ
る
新
郎
側
か
ら
新
婦
側
へ
の

「
増
額
（escreix

）」
と
呼
ば
れ
る
贈
与
の
提
示
が
な
さ
れ
、
当

事
者
た
ち
に
よ
っ
て
署
名
さ
れ
る
。
短
い
場
合
に
は
五
、
六
頁
で

あ
る
が
、
新
郎
新
婦
の
ど
ち
ら
か
が
包
括
相
続
人
で
あ
る
場
合
な

ど
に
は
財
産
継
承
に
あ
た
っ
て
の
条
件
が
細
か
く
付
け
加
え
ら
れ
、

十
五
頁
か
ら
二
十
頁
程
度
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。

三
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八
一　
（

　

本
研
究
で
は
こ
れ
ら
の
情
報
の
中
か
ら
、
新
郎
新
婦
お
よ
び
両

親
の
名
前
、
新
郎
と
そ
れ
ぞ
れ
の
父
親
の
職
業
、
出
身
地
、
両
親

が
存
命
で
あ
る
か
ど
う
か
、
契
約
書
の
日
付
、
契
約
が
宗
教
的
結

婚
の
前
で
あ
る
か
事
後
で
あ
る
か
、「
持
参
財
」
の
内
容
、
持
参

金
の
額
と
条
件
、
持
参
財
を
誰
が
贈
与
あ
る
い
は
準
備
し
て
い
る

か
、
新
郎
側
か
ら
の
「
増
額
」
贈
与
の
額
と
条
件
、
新
郎
の
両
親

か
ら
新
郎
へ
の
財
産
贈
与
の
有
無
と
条
件
、
新
郎
新
婦
の
署
名
の

有
無
、
新
郎
新
婦
の
年
齢
に
関
す
る
記
載
、
そ
の
他
の
特
記
事
項

に
つ
い
て
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
作
成
し
た
。
以
下
に
分
析
結
果
に
つ

い
て
述
べ
て
い
こ
う
。

第
三
章
、
親
方
・
職
人
の
妻
や
娘
の
結
婚
前
の
労
働
経
験

　

当
該
時
期
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
の
絹
産
業
に
お
い
て
、
親
方
・
職
人

の
妻
に
占
め
る
同
業
者
の
娘
の
割
合
は
十
一
か
ら
十
三
％
程
度
と
、

同
業
の
家
族
間
の
結
婚
（
エ
ン
ド
ガ
ミ
ー
）
が
限
定
的
だ
っ
た
こ

と
は
、
こ
れ
ま
で
複
数
の
機
会
に
述
べ
て
き（
た
）
51

。
し
か
し
、
こ
の

「
限
ら
れ
た
エ
ン
ド
ガ
ミ
ー
」
は
、
親
方
の
娘
の
結
婚
相
手
と
い

う
視
点
か
ら
見
る
と
異
な
っ
た
様
相
を
呈
す
る
。
今
回
調
査
し
た

サ
ン
プ
ル
の
う
ち
、
絹
産
業
者
の
娘
の
「
結
婚
契
約
書
」
一
六
九

件
か
ら
、
新
婦
の
父
親
が
親
方
で
は
な
い
と
明
示
さ
れ
た
九
件
を

除
い
た
百
六
十
件
に
お
い
て
、
三
五
人
（
二
一
・
八
八
％
）
は
父

親
と
同
業
の
親
方
・
職
人
と
結
婚
し
、
四
十
人
は
異
な
る
職
業
の

絹
産
業
者
と
結
婚
し
て
い
た
（
絹
産
業
の
セ
ク
タ
ー
内
で
の
結
婚

は
四
六
・
八
八
％
）。
つ
ま
り
、
親
方
の
娘
と
し
て
結
婚
前
に
家
業

を
手
伝
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
女
性
の
う
ち
、
約
半
数
は
お
そ

ら
く
習
い
覚
え
た
職
業
の
技
術
や
人
脈
が
活
か
せ
る
相
手
と
結
婚

し
、
約
半
数
が
全
く
別
業
種
の
夫
と
結
婚
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

手
工
業
者
の
家
に
生
ま
れ
た
女
性
の
労
働
経
験
に
つ
い
て
は
、

親
方
の
娘
が
家
業
を
手
伝
い
な
が
ら
職
業
を
習
い
覚
え
、
結
婚
後

は
同
業
の
親
方
の
妻
と
し
て
そ
の
知
識
を
利
用
し
な
が
ら
夫
を
助

け
、
夫
を
亡
く
し
た
場
合
に
は
寡
婦
と
し
て
工
房
の
運
営
に
あ
た

る
と
い
う
通
説
が
こ
れ
ま
で
広
く
認
め
ら
れ
、
結
婚
前
の
娘
の
労

働
経
験
は
「
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
徒
弟
制
」
や
「
隠
れ
た
キ
ャ
リ

ア
」
と
呼
ば
れ
て
き（
た
）
52

。
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
の
絹
産
業
で
は
こ
の
通

説
が
当
て
は
ま
る
場
合
と
当
て
は
ま
ら
な
い
場
合
が
半
々
だ
っ
た

と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
本
章
で
は
、
結
婚
前
の
女
性
の

労
働
経
験
に
つ
い
て
考
え
る
前
提
と
し
て
、
当
時
の
手
工
業
者
の

家
庭
に
お
け
る
娘
の
平
均
的
な
結
婚
年
齢
に
つ
い
て
考
察
し
た
後
、

奉
公
に
よ
り
自
ら
の
持
参
財
を
準
備
し
て
絹
産
業
の
親
方
・
職
人

と
結
婚
し
た
他
業
種
の
家
庭
の
娘
た
ち
の
事
例
と
、
親
方
の
娘
た

ち
の
事
例
の
双
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
い
。

三
九
五
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（
一
）
女
性
の
初
婚
年
齢
と
結
婚
前
の
労
働
経
験

　

Ｔ
・
デ
・
ム
ー
ア
と
Ｊ
・
Ｌ
・
フ
ァ
ン
・
ザ
ン
デ
ン
は
、
婚
姻

が
家
族
同
士
の
取
り
決
め
に
よ
り
、
女
子
が
生
家
か
ら
持
参
財
を

持
た
さ
れ
て
結
婚
す
る
「
地
中
海
型
」
の
婚
姻
パ
タ
ー
ン
と
異
な

り
、
子
供
が
結
婚
前
に
独
立
し
て
賃
金
労
働
に
つ
き
、
自
ら
の
労

働
に
よ
っ
て
貯
蓄
し
た
資
金
に
よ
っ
て
男
女
が
両
性
の
合
意
に
よ

り
家
庭
を
築
く
「
北
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
型
」
の
婚
姻
パ
タ
ー
ン
（
ヘ

イ
ナ
ル
の
い
う
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
型
結
婚
形
態
」）
に
お
い
て
、
女

子
は
晩
婚
と
な
り
（
初
婚
年
齢
が
二
四
歳
か
ら
三
十
歳
）、
結
婚

後
も
妻
が
労
働
市
場
に
参
加
し
て
可
処
分
所
得
が
増
え
る
た
め
に

消
費
が
促
進
さ
れ
、
産
業
化
を
招
く
力
と
な
る
と
説
い（
た
）
53

。
そ
れ

に
対
し
て
ズ
ッ
カ
は
イ
タ
リ
ア
の
ト
リ
ノ
の
事
例
か
ら
、「
地
中

海
型
」
の
婚
姻
パ
タ
ー
ン
の
地
域
に
お
い
て
も
、
都
市
の
商
業
や

産
業
に
携
わ
る
家
庭
に
お
い
て
は
、
女
子
は
北
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と

同
様
に
晩
婚
で
あ
り
、
妻
が
自
ら
の
持
参
財
の
処
分
に
関
す
る
権

限
と
主
体
性
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し（
た
）
54

。
つ
ま
り
、

十
五
歳
く
ら
い
で
労
働
経
験
を
持
た
な
い
ま
ま
に
嫁
ぐ
の
で
は
な

く
、
そ
の
後
十
年
前
後
の
労
働
経
験
を
経
て
か
ら
結
婚
す
る
の
で

あ
れ
ば
、
持
参
財
を
持
っ
て
家
族
の
取
り
決
め
に
よ
る
結
婚
を
し

た
と
し
て
も
、
女
性
は
経
済
的
な
主
体
性
を
持
ち
う
る
と
い
う
議

論
で
あ
る
。

　

バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
の
場
合
に
は
内
戦
に
よ
っ
て
市
内
の
小
教
区
の

教
区
簿
冊
が
ほ
と
ん
ど
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
司
教
区
に
残
さ
れ

て
い
る
婚
姻
記
録
に
名
前
と
職
業
・
出
身
地
の
記
載
は
あ
る
が
年

齢
の
記
載
が
な
い
こ
と
か
ら
、
女
性
の
結
婚
年
齢
を
史
料
的
に
実

証
す
る
こ
と
は
困
難
を
極
め
る
。
そ
こ
で
今
回
、
絹
産
業
に
関
わ

る
四
二
五
件
の
「
結
婚
契
約
書
」
の
サ
ン
プ
ル
全
体
か
ら
、
お
そ

ら
く
新
婦
が
法
的
に
未
成
年
（
二
五
歳
未
満
）
だ
っ
た
場
合
に
確

実
に
年
齢
の
記
載
が
あ
る
と
判
断
し
た
六
人
の
公
証
人
を
選
び
、

そ
の
中
か
ら
結
婚
後
に
取
り
交
わ
さ
れ
た
契
約
と
新
婦
が
再
婚
の

場
合
を
除
い
た
計
一
四
三
件
の
サ
ン
プ
ル
か
ら
、
女
性
の
初
婚
年

齢
を
推
定
し
た
（【
グ
ラ
フ（
１
）
55

】）。
未
成
年
と
の
記
載
の
み
だ
っ

た
ケ
ー
ス
の
存
在
（
十
四
件
）
と
、
二
五
歳
以
上
の
場
合
に
は
年

齢
が
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
平
均
年
齢
は
計
算
で
き
な
い

が
、
少
な
く
と
も
十
四
歳
（
一
人
）、
十
五
歳
（
一
人
）、
十
六
歳

（
二
人
）
と
い
う
若
年
で
の
結
婚
は
稀
で
あ
り
、
半
数
近
く
の
場

合
に
初
婚
時
の
年
齢
が
二
四
歳
以
上
だ
っ
た
（
二
四
歳
は
七
人
、

二
五
歳
以
上
が
六
四
人
）
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
の
推
定
が
妥
当

で
あ
れ
ば
、
娘
の
家
計
へ
の
貢
献
が
必
須
で
は
な
い
一
部
の
富
裕

層
を
除
き
、
家
業
の
手
伝
い
で
あ
れ
、
家
庭
外
で
の
奉
公
で
あ
れ
、

女
子
は
十
年
以
上
の
労
働
経
験
を
経
て
か
ら
結
婚
す
る
の
が
一
般

的
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
見
た

三
九
六
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バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
の
手
工
業
者
の
家
庭
に
お
い
て
は
、「
地
中
海

型
」
婚
姻
パ
タ
ー
ン
の
地
域
で
あ
り
な
が
ら
、
ト
リ
ノ
と
同
様
に
、

女
子
の
初
婚
年
齢
に
つ
い
て
は
「
北
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
型
」
の
地
域

と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
二
）
家
内
奉
公
に
よ
り
自
ら
の
持
参
財
を
準
備
し
た
娘
た
ち

　

結
婚
前
の
十
年
以
上
の
労
働
経
験
を
奉
公
に
出
て
過
ご
し
た
娘

と
、
家
業
を
手
伝
っ
て
い
た
娘
の
比
率
が
ど
れ
く
ら
い
だ
っ
た
の

か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
四
二
五
件
の
絹
産
業
者
の
「
結
婚
契
約

書
」
の
う
ち
一
割
に
あ
た
る
四
十
件
で
、
妻
が
持
参
財
の
全
て
か

一
部
を
自
ら
の
労
働
に
よ
り
用
意
し
た
と
記
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ

で
は
そ
の
中
か
ら
、
絹
産
業
と
は
無
縁
な
家
の
生
ま
れ
で
、
絹
産

業
の
親
方
の
家
で
奉
公
し
、
奉
公
の
後
に
絹
産
業
の
職
人
・
親
方

と
結
婚
し
た
二
人
の
女
性
の
事
例
を
取
り
上
げ
て
考
え
て
み
た
い
。

　

イ
グ
ナ
ジ
ア
・
パ
レ
ラ
は
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
の
金
箔
師
親
方
の
娘

で
、
結
婚
前
に
ベ
ル
ベ
ッ
ト
織
り
親
方
ペ
ラ
＝
ヌ
ラ
ス
ク
・
リ
ウ

ス
の
家
で
「
多
く
の
年
数
の
あ
い
だ
」
奉
公
し
、
そ
の
報
酬
と
祝

金
と
し
て
受
け
取
っ
た
三
百
リ
ウ（
ラ
）
56

と
、
奉
公
の
給
金
で
購
入
し

た
箪
笥
と
衣
類
、
リ
ネ
ン
類
を
持
ち
、
一
七
九
一
年
に
ア
ス
テ

バ
・
ア
ス
ピ
ナ
ル
ト
と
い
う
ベ
ー
ル
織
り
職
人
と
結
婚
し
た
。
ア

ス
テ
バ
は
サ
ン
・
ジ
ュ
ア
ン
・
ド
ゥ
ロ
ー
と
い
う
内
陸
部
の
田
舎

三
九
七

【グラフ 1】　バルセローナの絹産業の世界における⼥性の推定初婚年齢
（1777-1820、計 143 ⼈のデータによる）　　

（AHPB所蔵⽂書より筆者作成）
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の
出
身
で
、
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
生
ま
れ
で
絹
産
業
の
知
識
を
持
つ
イ

グ
ナ
ジ
ア
と
の
結
婚
を
強
く
望
ん
だ
の
か
、
破
格
の
七
百
リ
ウ
ラ

の
「
増
額
」
贈
与
を
約
束
し
て
い（
る
）
57

。
し
か
し
彼
は
結
婚
後
二
年

で
亡
く
な（
り
）
58

、
イ
グ
ナ
ジ
ア
は
亡
夫
の
故
郷
の
家
の
相
続
人
か
ら

「
増
額
を
含
め
た
持
参
金
の
払
い
戻
し
と
し
て
」
千
三
百
リ
ウ
ラ

を
受
け
取
る
。
そ
れ
か
ら
五
年
後
の
一
七
九
八
年
、
寡
婦
で
あ
っ

た
期
間
の
稼
ぎ
二
七
〇
リ
ウ
ラ
を
足
し
て
一
五
七
〇
リ
ウ
ラ
の
持

参
金
を
手
に
、
彼
女
は
市
外
出
身
の
ベ
ー
ル
織
り
親
方
の
ア
ン
ト

ン
・
ル
メ
ウ
と
再
婚
す（
る
）
59

。

　

イ
グ
ナ
ジ
ア
の
両
親
は
彼
女
の
初
婚
時
に
既
に
亡
く
な
っ
て
お

り
、
遺
産
は
一
切
受
け
取
っ
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
若
く
し
て
奉

公
に
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
環
境
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、

ベ
ル
ベ
ッ
ト
織
り
親
方
の
家
で
の
奉
公
で
得
た
技
術
や
コ
ネ
を
生

か
し
て
、
そ
の
後
の
人
生
を
生
き
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
一
七

九
二
年
に
ア
ス
テ
バ
と
イ
グ
ナ
ジ
ア
が
遺
し
て
い
る
遺
言
書
で
は
、

互
い
に
相
手
を
包
括
相
続
人
に
指
定
し
、
遺
言
執
行
人
と
し
て
ど

ち
ら
も
リ
ウ
ス
親
方
と
そ
の
兄
弟
の
神
父
を
指
定
し
て
い（
る
）
60

。
こ

こ
か
ら
、
奉
公
先
の
主
人
が
身
寄
り
の
な
い
イ
グ
ナ
ジ
ア
の
後
見

人
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
、
夫
も
そ
の
後
ろ
盾
を

頼
り
に
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
想
像
で
き
る
。
二
人
目
の
夫
ア

ン
ト
ン
は
イ
グ
ナ
ジ
ア
を
残
し
て
一
八
一
三
年
に
亡
く
な
っ
て
い

る
が
、
彼
の
「
死
後
財
産
目
録
」
か
ら
は
、
夫
婦
が
リ
ウ
ス
親
方

の
持
ち
家
の
ワ
ン
フ
ロ
ア
を
借
り
て
住
ん
で
い
た
こ
と
、
家
の
一

室
に
四
台
の
織
機
を
保
有
し
て
い
た
こ
と
、
亡
く
な
る
前
に
は
す

で
に
生
産
活
動
か
ら
引
退
し
て
い
た
よ
う
だ
が
、
調
度
品
や
他
の

絹
職
人
へ
の
貸
金
の
記
録
な
ど
か
ら
、
不
自
由
の
な
い
暮
ら
し
を

し
て
た
こ
と
が
わ
か（
る
）
61

。
残
念
な
が
ら
そ
の
後
の
イ
グ
ナ
ジ
ア
に

つ
い
て
の
情
報
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
二
人
の
夫
の
遺
産
を

受
け
取
り
、
生
活
に
困
る
こ
と
な
く
一
生
を
送
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
内
陸
の
山
間
の
村
サ
ン
・
イ
ポ
リ
ッ
ト

（
ウ
ゾ
ー
ナ
郡
）
の
靴
製
造
職
人
の
娘
マ
リ
ア
・
カ
ム
ス
の
例
を

見
て
み
よ
う
。
彼
女
も
結
婚
の
際
に
す
で
に
亡
く
な
っ
て
い
た
両

親
か
ら
の
遺
産
は
受
け
取
っ
て
お
ら
ず
、
奉
公
先
の
主
人
で
あ
る

絹
リ
ボ
ン
織
り
親
方
の
フ
ラ
ン
セ
ス
ク
・
ナ
ダ
ル
か
ら
贈
ら
れ
た

八
〇
リ
ウ
ラ
の
祝
金
と
、「
自
ら
の
労
働
と
腕
で
（absontre

balleindústria

）」
買
い
揃
え
た
箪
笥
と
衣
類
、
リ
ネ
ン
類
を

持
っ
て
、
一
七
八
四
年
に
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
の
絹
撚
糸
親
方
の
息
子

で
あ
る
撚
糸
職
人
の
ジ
ュ
ゼ
ッ
プ
・
ウ
リ
ェ
ー
と
結
婚
し
て
い（
る
）
62

。

「
結
婚
契
約
書
」
に
新
郎
は
二
二
歳
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
新
婦

の
年
齢
の
記
載
は
な
く
、
結
婚
時
に
二
五
歳
以
上
だ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
ま
た
、
奉
公
で
得
た
給
金
（soldada

）
で
は
な
く

「
労
働
と
腕
で
」
嫁
入
り
道
具
を
買
い
揃
え
た
と
書
か
れ
て
い
る

三
九
八



産
業
化
以
前
の
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
に
お
け
る
家
業
と
女
性
（
一
七
七
〇
―
一
八
二
〇
）

）

八
五　
（

こ
と
か
ら
は
、
お
そ
ら
く
有
力
な
絹
リ
ボ
ン
織
り
親
方
だ
っ
た
ナ

ダ
ル
が
、
家
内
奉
公
と
い
う
名
目
で
雇
っ
た
女
性
に
生
産
活
動
の

補
助
や
下
請
け
の
仕
事
を
さ
せ
て
お
り
、
マ
リ
ア
は
そ
の
よ
う
な

仕
事
か
ら
収
入
を
得
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。
八
〇
リ
ウ
ラ
と
い

う
少
額
の
持
参
金
で
、
関
連
す
る
業
種
の
家
で
育
っ
た
の
で
も
な

け
れ
ば
市
内
出
身
で
も
な
い
マ
リ
ア
が
、
将
来
親
方
に
な
る
資
格

を
持
っ
た
絹
職
人
と
結
婚
し
て
い
る
の
は
、
奉
公
に
よ
っ
て
得
た

技
術
や
知
識
、
コ
ネ
に
よ
る
と
考
え
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。

　

Ｏ
・
ハ
フ
ト
ン
が
言
う
よ
う
に
、
若
い
女
性
に
と
っ
て
手
工
業

者
の
親
方
の
家
で
の
奉
公
が
辛
い
こ
と
や
危
険
な
こ
と
だ
ら
け
だ

っ
た
の
は
疑
い
な（
い
）
63

。
し
か
し
二
人
の
事
例
を
見
る
と
、
奉
公
に

よ
っ
て
結
婚
資
金
を
稼
ぐ
だ
け
で
な
く
、
技
術
や
知
識
を
身
に
つ

け
て
人
生
を
切
り
開
い
て
い
く
女
性
も
い
た
こ
と
、
決
し
て
一
般

化
は
で
き
な
い
が
、
社
会
上
昇
を
遂
げ
る
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
。
ま
た
、
女
性
に
と
っ
て
結
婚
前
に
職
業
を
見
習
う
機

会
や
場
が
、
自
分
の
生
ま
れ
た
家
だ
け
に
は
限
ら
れ
な
か
っ
た
こ

と
も
わ
か
る
。
十
八
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
絹
産
業
の
中
心
だ
っ
た

リ
ヨ
ン
で
は
、
絹
産
業
の
親
方
が
周
辺
山
間
部
出
身
の
若
い
女
性

を
安
価
な
労
働
力
と
し
て
住
み
込
み
で
雇
っ
て
お
り
、
彼
女
た
ち

が
奉
公
人
と
呼
ば
れ
な
が
ら
も
生
産
活
動
の
一
翼
を
担
っ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
っ
て
い（
る
）
64

。
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
で
女
性
の
労
働
が
そ
こ

ま
で
生
産
過
程
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
か
ど
う
か
を
明
ら
か
す
る

研
究
や
史
料
は
な
い
。
し
か
し
、
職
人
と
徒
弟
以
外
の
労
働
力
の

雇
用
を
禁
止
し
た
ギ
ル
ド
規
約
に
反
し
て
、
有
力
な
親
方
た
ち
が

女
性
を
雇
っ
て
い
た
こ
と
は
確
実
な
よ
う
で
あ（
る
）
65

。
家
内
奉
公
人

と
し
て
親
方
の
家
に
入
る
こ
と
、
そ
こ
で
お
そ
ら
く
生
産
活
動
に

携
わ
る
こ
と
は
、
ギ
ル
ド
社
会
の
外
部
の
女
性
が
ギ
ル
ド
社
会
と

接
点
を
持
つ
機
会
と
な
り
、
運
に
恵
ま
れ
れ
ば
才
覚
を
発
揮
し
う

る
場
と
な
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

（
三
）
親
方
の
娘
た
ち

　

絹
産
業
の
親
方
の
家
に
生
ま
れ
た
娘
た
ち
は
、
結
婚
前
に
ど
れ

く
ら
い
の
年
数
を
実
家
の
工
房
を
手
伝
っ
て
過
ご
し
た
の
だ
ろ
う

か
。
先
に
検
討
し
た
初
婚
年
齢
の
サ
ン
プ
ル
の
中
か
ら
親
方
の
娘

（
五
五
件
）
を
取
り
出
し
て
比
較
す
る
と
、
十
六
歳
以
下
の
例
は

な
く
、
十
七
歳
が
六
人
、
十
八
歳
が
三
人
、
十
九
・
二
十
歳
は
ゼ

ロ
、
二
一
歳
か
ら
二
三
歳
は
そ
れ
ぞ
れ
三
人
、
四
人
、
三
人
、
二

四
歳
が
四
人
で
、
未
成
年
と
だ
け
書
か
れ
て
い
た
の
が
八
人
、
二

五
歳
以
上
と
推
測
さ
れ
る
の
が
二
四
人
だ
っ
た
。
二
四
歳
と
二
五

歳
以
上
を
足
す
と
全
体
の
半
数
を
超
え
、
先
に
紹
介
し
た
数
字
と

大
差
は
な
い
が
、
年
齢
は
若
干
高
く
、
若
年
で
結
婚
す
る
者
は
よ

り
少
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ち
な
み
に
十
七
歳
で
結
婚
し
た

三
九
九
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六
人
の
例
を
見
る
と
、
工
房
の
跡
取
り
で
あ
る
男
性
に
嫁
入
り
し

て
い
る
ケ
ー
ス
（
二
件
）、
多
額
の
持
参
金
を
持
っ
て
布
地
商
な

ど
社
会
ラ
ン
ク
が
上
の
男
性
と
結
婚
し
て
い
る
ケ
ー
ス
（
二
件
）、

自
身
が
跡
取
り
娘
で
同
業
の
若
い
職
人
と
結
婚
し
て
い
る
ケ
ー
ス

（
一
件
）
な
ど
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
判
断
す
る
限
り
、
特
殊
な

事
情
が
な
い
場
合
、
親
方
の
娘
た
ち
は
持
参
金
を
持
た
さ
れ
て
若

い
う
ち
に
有
利
な
結
婚
を
す
る
よ
り
も
、
労
働
力
と
し
て
長
く
実

家
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ

ら
の
親
方
の
娘
の
結
婚
か
ら
、
父
親
と
同
業
の
職
人
と
結
婚
し
た

場
合
（
い
わ
ゆ
る
「
隠
れ
た
キ
ャ
リ
ア
」
が
有
効
と
な
る
場
合
）

に
つ
い
て
、
以
下
に
事
例
を
挙
げ
て
検
討
し
よ
う
。

　

ま
ず
、
親
方
の
娘
が
工
房
を
含
め
た
財
産
の
包
括
相
続
人
と
な

っ
て
い
る
い
わ
ゆ
る
「
跡
取
り
娘
」
の
ケ
ー
ス
は
、
親
方
の
娘
の

「
結
婚
契
約
書
」（
一
六
〇
件
）
の
中
で
六
件
（
三
・
七
五
％
）
と

た
い
へ
ん
少
な
い
。
こ
の
六
件
の
全
て
で
娘
は
同
業
の
職
人
と
結

婚
し
て
い
る
が
、
そ
の
取
り
決
め
で
目
立
つ
の
は
新
婦
の
父
親
の

権
限
の
強
さ
で
あ
る
。
典
型
的
な
例
を
挙
げ
る
と
、
飾
り
紐
製
造

工
房
を
持
つ
親
方
ア
ス
テ
バ
・
ム
マ
ル
の
娘
マ
リ
ア
は
、
市
内
の

大
工
の
息
子
で
飾
り
紐
職
人
の
ジ
ュ
ア
ン
・
リ
ュ
ネ
イ
と
結
婚
す

る
に
あ
た
り
、
持
参
金
二
千
リ
ウ
ラ
と
箪
笥
二
竿
の
嫁
入
り
道
具

を
父
親
か
ら
贈
ら
れ
る
が
、
持
参
金
が
渡
さ
れ
る
の
は
夫
婦
に
男

子
が
生
ま
れ
、
結
婚
か
ら
十
年
が
経
過
し
、
新
婦
の
父
親
が
死
亡

し
た
後
と
い
う
条
件
付
き
で
あ（
る
）
66

。
十
年
間
、
若
い
夫
婦
は
妻
の

父
の
扶
養
を
受
け
て
同
居
し
、
そ
の
工
房
（
会
社
）
で
働
く
。
妻

の
父
は
会
社
に
一
万
か
ら
一
万
二
千
リ
ウ
ラ
を
投
資
す
る
こ
と
、

十
年
が
経
過
し
た
ら
娘
婿
ジ
ュ
ア
ン
と
利
益
を
折
半
し
、
経
営
は

娘
婿
に
譲
り
渡
す
こ
と
を
約
束
し
て
い
る
。「
結
婚
契
約
書
」
は

新
婦
の
父
と
新
郎
の
間
の
会
社
経
営
と
財
産
に
関
わ
る
契
約
と
い

う
色
合
い
が
強
く
、
十
年
間
は
夫
婦
共
に
妻
の
実
家
に
労
働
を
提

供
す
る
こ
と
が
約
束
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
新
婦
マ
リ
ア
は
契
約
時

に
十
七
歳
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
二
七
歳
ま
で
は
子
供
を
産
み
、

家
事
を
し
な
が
ら
、
家
業
を
手
伝
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
史
料
に
彼
女
の
働
き
へ
の
言
及
は
な
い
。

　

跡
取
り
娘
で
な
い
ケ
ー
ス
で
も
、
新
婦
の
父
親
が
健
在
で
、
娘

婿
が
妻
の
父
親
の
工
房
で
働
く
こ
と
を
前
提
と
し
た
結
婚
契
約
は

存
在
す
る
。
例
え
ば
、
ベ
ル
ベ
ッ
ト
織
り
親
方
ト
マ
ス
・
リ
エ
ラ

の
娘
マ
ヌ
エ
ラ
は
、
五
百
リ
ウ
ラ
の
持
参
金
を
持
っ
て
同
業
の
職

人
ア
ン
ド
レ
ウ
・
ボ
ス
ク
と
結
婚
し
て
い
る
が
、
彼
女
の
父
親
は

ア
ン
ド
レ
ウ
が
工
房
を
手
伝
う
間
は
娘
夫
婦
を
扶
養
し
、
独
立
す

る
際
に
は
織
機
の
半
分
を
娘
夫
婦
に
譲
る
と
約
束
す（
る
）
67

。
ま
た
、

リ
ボ
ン
織
り
親
方
の
ペ
ラ
・
マ
ス
リ
エ
ラ
の
娘
ロ
ザ
と
同
業
の
親

方
パ
ウ
・
ベ
ン
ト
ザ
の
結
婚
で
は
、
夫
は
妻
の
持
参
金
と
同
額
の

四
〇
〇
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五
百
リ
ウ
ラ
を
婚
資
（aixovar

）
と
し
て
持
参
し
て
お
り
、
妻

の
父
は
、
ロ
ザ
の
兄
弟
で
跡
取
り
息
子
の
ジ
ュ
ア
ン
が
リ
ボ
ン
織

り
の
職
を
継
が
な
か
っ
た
場
合
に
は
死
後
に
パ
ウ
に
工
房
を
譲
り
、

ジ
ュ
ア
ン
が
職
を
継
い
だ
場
合
に
は
工
房
の
半
分
と
家
具
な
ど
を

遺
贈
す
る
と
約
束
し
て
い
る
。
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
娘
が
実
家

の
家
業
と
関
係
を
持
ち
続
け
、
場
合
に
よ
っ
て
は
結
婚
前
も
結
婚

後
も
家
業
を
手
伝
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
娘
を

介
し
た
職
業
（
工
房
お
よ
び
技
術
）
の
継
承
の
可
能
性
が
想
定
さ

れ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
場
合
に
も
、
史
料
の
中
に
娘
の
労
働
へ

の
直
接
の
言
及
は
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

親
方
の
娘
で
あ
っ
て
も
継
ぐ
よ
う
な
遺
産
が
な
く
、
結
婚
前
に

家
の
外
で
働
い
て
い
た
場
合
に
は
そ
れ
に
つ
い
て
の
記
述
を
見
つ

け
ら
れ
る（
が
）
68

、
結
婚
前
に
家
業
を
手
伝
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
考

え
ら
れ
る
、
独
立
し
て
工
房
を
経
営
す
る
親
方
の
娘
の
場
合
、
結

婚
前
の
労
働
経
験
を
史
料
か
ら
明
ら
か
に
す
る
の
は
難
し
か
っ
た
。

結
婚
前
の
労
働
経
験
を
生
か
し
た
仕
事
を
結
婚
後
に
継
続
し
た
と

考
え
ら
れ
る
場
合
に
も
、
教
師
や
公
証
人
と
結
婚
し
な
が
ら
自
ら

服
飾
雑
貨
店
を
開
い
て
経
営
し
た
マ
リ
ア
レ
ー
ナ
・
ジ
ュ
ル
ダ
ー

ナ
の
よ
う
に
、
夫
の
職
業
が
異
な
る
場
合
に
は
史
料
に
記
述
さ
れ

る
可
能
性
が
あ
る（
が
）
69

、
夫
の
職
業
で
あ
る
家
業
で
共
に
働
く
場
合

に
は
現
れ
に
く
い
。
な
お
、
結
婚
後
の
女
性
の
経
済
的
主
体
性
を

証
明
す
る
た
め
に
、
ズ
ッ
カ
は
ト
リ
ノ
の
事
例
に
お
い
て
、
女
性

が
実
家
か
ら
持
た
さ
れ
た
持
参
金
を
結
婚
後
に
自
由
裁
量
で
処
分

す
る
（
新
し
い
家
庭
の
事
業
な
ど
に
運
用
す
る
）
許
可
を
求
め
る

「
持
参
金
譲
渡
手
続
き
」
に
関
わ
る
法
廷
文
書
（
“alienazioni
dotali

”）
を
用
い（
た
）
70

。
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
に
は
こ
の
よ
う
な
手
続
き

は
存
在
し
な
い
が
、
こ
の
観
点
を
ヒ
ン
ト
に
す
る
な
ら
ば
、
持
参

金
使
用
の
自
由
裁
量
権
が
ど
の
程
度
与
え
ら
れ
て
い
る
の
か
を
見

る
こ
と
は
、
女
性
の
結
婚
前
の
労
働
で
の
家
業
へ
の
貢
献
度
や
、

結
婚
後
の
経
済
的
主
体
性
の
有
無
を
図
る
目
安
に
な
り
そ
う
で
あ

る
。
こ
の
分
析
は
第
五
章
（
二
）
で
行
う
こ
と
と
す
る
。

第
四
章
、
妻
・
寡
婦
の
家
業
へ
の
貢
献

　

中
小
規
模
の
工
房
で
家
族
の
女
性
に
期
待
さ
れ
る
役
割
に
は
ど

の
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
旧
体
制
の
フ
ラ
ン
ス
に
お

け
る
ビ
ジ
ネ
ス
に
つ
い
て
の
「
夫
が
腕
だ
っ
た
と
す
る
な
ら
、
妻

は
舌
で
あ
り
頭
だ
っ
た
」
と
い
う
Ａ
・
バ
ボ
ー
の
言
葉
が
雄
弁
に

表
す
よ
う（
に
）
71

、
生
産
の
補
助
か
ら
顧
客
対
応
、
と
き
に
は
帳
簿
づ

け
や
通
信
文
の
作
成
、
夫
が
留
守
の
場
合
の
代
理
な
ど
、
多
岐
に

渡
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ラ
ン
ザ
が
言
う
よ
う
に
、
ギ
ル
ド
の
公

的
な
制
度
の
中
に
女
性
の
存
在
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
女
性
の
労
働
の
不
在
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ

四
〇
一
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妻
や
子
供
の
労
働
は
工
房
の
運
営
に
不
可
欠
の
も
の
と
捉
え
ら
れ

て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ（
る
）
72

。
リ
ヨ
ン
の
絹
織
物
業
に
お
い
て

は
親
方
の
妻
が
雇
わ
れ
た
職
人
と
同
様
に
一
台
の
織
機
を
任
さ
れ

て
生
産
に
従
事
し
た
様
子
が
わ
か
っ
て
い
る（
が
）
73

、
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ

に
お
い
て
も
同
じ
よ
う
な
労
働
の
実
態
が
存
在
し
た
の
か
ど
う
か

を
示
す
史
料
を
私
た
ち
は
持
っ
て
い
な（
い
）
74

。
そ
こ
で
本
章
で
は
ま

ず
、
女
性
の
能
力
の
ひ
と
つ
を
推
測
さ
せ
る
要
素
と
し
て
「
結
婚

契
約
書
」
へ
の
署
名
率
を
分
析
し
、
次
に
妻
の
家
業
へ
の
貢
献
に

つ
い
て
、
夫
が
先
に
亡
く
な
っ
た
場
合
の
相
続
と
そ
の
場
合
の
夫

の
「
遺
言
書
」
の
記
述
か
ら
考
え
、
最
後
に
実
際
に
寡
婦
と
し
て

夫
の
工
房
を
継
い
だ
女
性
の
事
例
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

（
一
）「
結
婚
契
約
書
」
へ
の
署
名
か
ら
考
え
る
女
性
の
能
力
と

役
割

　
【
表
１
】
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
絹
産
業
の
親
方
・
職
人
を
夫

と
す
る
夫
婦
で
は
夫
の
署
名
率
が
約
九
五
％
、
妻
が
四
三
％
を
超

え
、
親
方
の
娘
で
は
約
五
四
％
と
、
驚
く
ほ
ど
高
い
数
値
を
示（
す
）
75

。

ま
た
、
社
会
経
済
的
な
地
位
が
そ
れ
ほ
ど
違
わ
な
い
同
じ
手
工
業

者
層
の
家
庭
で
も
、
金
属
・
皮
革
セ
ク
タ
ー
の
署
名
率
は
低
く
、

明
ら
か
な
差
が
見
ら
れ
る
。
親
方
・
職
人
の
妻
の
署
名
率
も
絹
産

業
は
金
属
・
皮
革
セ
ク
タ
ー
の
署
名
率
を
八
％
近
く
上
回
っ
て
い

四
〇
二

【表 1】　結婚契約書への署名率（1770-1820 年、計 541 ⽂書による）

絹産業の親方・
職⼈（296 件）

署名あり 署名なし
金属・皮革部門
の親方・職⼈
（127 件）

署名あり 署名なし

夫 281（94.93%） 15（5.07%） 夫 110（86.61%） 17（13.39%）

妻 128（43.24%） 168（56.76%） 妻 33（25.98%） 94（74.02%）

絹産業の親方の
娘とその夫
（160 件）

署名あり 署名なし
金属・皮革部門
の親方の娘とそ
の夫（106 件）

署名あり 署名なし

　夫＊ 155（97.48%） 4（2.52%） 夫 96（90.57%） 10（9.43%）

妻 86＊＊（53.75%） 74（46.25%） 妻 28（26.42%） 78（73.58%）
＊一⼈が契約に不在
＊＊ただし 3名はたどたどしい署名 YamamichiySolà（2019）を一部修正
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る
が
、
親
方
の
娘
の
署
名
率
の
差
は
よ
り
顕
著
で
あ
る
の
は
、
金

属
・
皮
革
セ
ク
タ
ー
の
工
房
が
ロ
ー
カ
ル
な
市
場
を
相
手
に
す
る

こ
と
が
多
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
絹
産
業
で
は
そ
も
そ
も
通
信
を

要
す
る
遠
隔
地
交
易
を
柱
と
す
る
取
引
が
多
か
っ
た
こ
と
、
女
性

が
字
を
書
く
こ
と
を
伴
う
よ
う
な
形
で
家
業
に
参
加
す
る
こ
と
を

期
待
さ
れ
る
割
合
が
高
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
自
分
の
名
前
が
書
け
る
こ
と
と
、
帳
簿
を
つ

け
た
り
通
信
文
を
書
け
た
り
す
る
こ
と
は
イ
コ
ー
ル
で
は
な
い
が
、

読
み
書
き
が
で
き
な
い
場
合
に
は
文
書
の
最
後
に
「
字
が
書
け
な

い
と
言
う
の
で
、
証
人
の
誰
々
が
代
わ
り
に
署
名
す
る
」
と
記
さ

れ
て
お
り
、
字
が
書
け
る
こ
と
と
書
け
な
い
こ
と
は
明
確
に
区
別

し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。
結
婚
時
に
字
が
書
け
る
と
言
っ
て
署
名

し
て
い
る
女
性
は
、
明
ら
か
に
そ
れ
を
意
識
し
た
教
育
を
家
庭
で

受
け
て
い
る
こ
と
、
そ
の
後
の
必
要
性
に
よ
っ
て
よ
り
巧
み
に
文

字
を
操
る
よ
う
に
な
る
可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ

ろ（
う
）
76

。

　

前
章
で
見
た
イ
グ
ナ
ジ
ア
・
パ
レ
ラ
や
マ
リ
ア
・
カ
ム
ス
の
よ

う
に
、
若
く
し
て
家
を
出
て
長
く
家
内
奉
公
を
経
験
し
た
女
性
た

ち
は
た
い
て
い
「
字
が
書
け
な
い
」
と
申
告
し
て
い
る
。
そ
う
す

る
と
識
字
教
育
を
受
け
て
い
た
の
は
、
あ
る
程
度
余
裕
が
あ
り
工

房
や
店
舗
を
自
営
し
て
い
る
よ
う
な
手
工
業
者
・
商
人
層
の
娘
で
、

結
婚
前
に
家
業
を
手
伝
っ
て
い
た
よ
う
な
グ
ル
ー
プ
と
言
え
る
だ

ろ
う
か
。【
グ
ラ
フ
２
】
は
親
方
の
娘
の
署
名
率
を
、
持
参
金
の

額
と
の
関
連
に
よ
っ
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
明
ら
か
に
持
参
金

が
三
百
リ
ウ
ラ
未
満
の
層
で
は
署
名
の
な
い
割
合
が
高（
く
）
77

、
三
百

リ
ウ
ラ
以
上
七
百
リ
ウ
ラ
未
満
で
約
半
数
と
な
り
、
七
百
リ
ウ
ラ

以
上
で
は
署
名
の
あ
る
率
が
圧
倒
的
に
高
く
な
り
、
千
五
百
リ
ウ

ラ
以
上
で
は
ほ
と
ん
ど
の
娘
が
署
名
を
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

三
百
リ
ウ
ラ
未
満
の
層
で
娘
の
署
名
率
が
低
い
の
は
、
父
親
が
独

立
し
た
工
房
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
り
、
両
親
が
早
く
亡
く
な
っ

て
い
た
り
、
家
計
に
余
裕
が
な
く
仕
事
を
選
ば
ず
に
働
き
に
出
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
り
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
娘
に
三
百
リ
ウ
ラ
以

上
の
持
参
金
を
持
た
せ
ら
れ
る
親
方
は
、
小
規
模
で
も
独
立
し
て

工
房
を
持
ち
、
経
営
が
そ
れ
な
り
に
安
定
し
て
い
る
層
で
あ
り
、

七
百
リ
ウ
ラ
以
上
の
層
で
は
遠
隔
地
交
易
を
手
広
く
行
っ
て
い
る

場
合
な
ど
が
多
く
、
娘
に
は
家
業
を
手
伝
わ
せ
、
将
来
の
条
件
の

良
い
結
婚
の
た
め
に
識
字
を
含
め
た
教
育
を
与
え
て
い
た
と
予
想

さ
れ
る
。
し
か
し
そ
う
考
え
る
と
、
跡
取
り
娘
の
場
合
に
ほ
と
ん

ど
署
名
が
な
い
理
由
は
謎
で
あ
る
。
な
お
、
千
五
百
リ
ウ
ラ
を
超

え
る
と
か
な
り
裕
福
で
商
売
が
繁
盛
し
て
い
る
層
で
あ
り
、
娘
の

結
婚
相
手
に
は
ギ
ル
ド
社
会
の
中
の
エ
リ
ー
ト
や
、
商
人
、
公
証

人
な
ど
が
選
ば
れ（
る
）
78

。

四
〇
三
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産
業
化
以
前
の
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
に
お
け
る
家
業
と
女
性
（
一
七
七
〇
―
一
八
二
〇
）

）

九
一　
（

　

裕
福
な
親
方
の
妻
と
娘
の
署
名
と
し
て
典
型
的
な
例
を
紹
介
す

る
と
、【
図
版
1
】
は
絹
リ
ボ
ン
織
り
親
方
ジ
ャ
シ
ン
ト
・
ビ
ー

ベ
ス
・
イ
・
カ
パ
ラ
の
娘
フ
ラ
ン
シ
ス
カ
と
布
地
商
フ
ラ
ン
シ
ス

コ
・
カ
ザ
ル
ス
・
イ
・
メ
ル
リ
の
結
婚
契
約
書
で
あ
る
。
図
版
で

見
る
通
り
、
親
方
よ
り
も
し
っ
か
り
と
し
た
親
方
の
妻
（
新
婦
の

母
）
の
署
名
と
、
母
親
と
似
た
字
を
書
く
娘
の
署
名
が
印
象
的
で

あ
る
。
こ
の
娘
は
一
六
八
〇
リ
ウ
ラ
の
持
参
金
と
箪
笥
二
竿
の
嫁

入
り
道
具
を
持
っ
て
、
社
会
的
に
は
一
ラ
ン
ク
上
と
考
え
ら
れ
て

い
た
布
地
商
と
結
婚
し
て
い
る
。

（
二
）
相
続
と
夫
の
「
遺
言
書
」
で
の
言
及

　

妻
の
家
業
へ
の
貢
献
の
様
子
を
書
き
残
し
て
い
る
史
料
は
存
在

し
な
い
た
め
、
次
は
夫
が
死
ん
だ
際
の
相
続
と
遺
言
書
で
の
記
述

か
ら
、
妻
の
家
業
へ
の
貢
献
の
推
測
を
試
み
る
。
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ

は
男
子
優
位
の
長
子
単
独
相
続
を
原
則
と
す
る
が
、
以
前
に
「
遺

言
書
」
を
利
用
し
た
研
究
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
実
際
に
は

妻
（
寡
婦
）
が
包
括
相
続
人
に
指
定
さ
れ
る
割
合
が
四
分
の
一
に

上
り
、
長
男
あ
る
い
は
長
女
が
単
独
で
相
続
し
た
場
合
に
も
、
六

割
以
上
で
妻
（
寡
婦
）
が
用
益
権
者
に
指
定
さ
れ
て
い（
た
）
79

。
用
益

権
と
は
財
産
の
運
用
に
関
す
る
（
売
却
や
処
分
以
外
の
）
全
て
の

権
利
を
含
む
こ
と
か
ら
、
夫
の
死
後
に
寡
婦
と
な
っ
た
妻
は
、
大

半
の
場
合
に
夫
の
遺
産
の
実
際
の
運
用
権
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を

意
味
す
る
。
今
回
、
新
郎
が
包
括
相
続
人
に
指
定
さ
れ
て
い
る
五

二
件
の
「
結
婚
契
約
書
」
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
新
郎
の
母
が
す
で

に
亡
く
な
っ
て
い
る
場
合
（
二
六
・
九
二
％
）
と
母
が
寡
婦
と
し

て
贈
与
を
行
っ
て
い
る
場
合
（
一
三
・
四
六
％
）
以
外
に
、
ほ
と

ん
ど
全
て
の
ケ
ー
ス
で
母
親
に
は
父
親
と
同
等
の
生
存
中
の
用
益

権
が
担
保
さ
れ
て
い（
た
）
80

。
こ
の
よ
う
に
寡
婦
が
事
業
の
継
続
に
も

子
供
の
養
育
に
も
大
き
な
力
を
持
っ
て
い
た
と
言
え
る
。
も
ち
ろ

ん
成
人
で
あ
る
子
供
が
財
産
を
相
続
し
、
寡
婦
で
あ
る
相
続
人
の

母
親
に
用
益
権
が
与
え
ら
れ
た
場
合
、
相
続
人
と
用
益
権
者
の
間

に
対
立
が
生
じ
る
こ
と
は
稀
で
は
な
か
っ（
た
）
81

。
ま
た
、
以
上
に
述

べ
た
相
続
権
や
用
益
権
を
保
持
す
る
条
件
が
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合

に
再
婚
せ
ず
に
婚
家
に
と
ど
ま
る
こ
と
で
あ
っ
た
た
め
、
寡
婦
の

再
婚
率
は
た
い
へ
ん
低
か
っ（
た
）
82

。

　

さ
て
、
子
供
が
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
親
方
が
妻
を
包
括
相
続

人
に
指
定
し
て
い
る
場
合
、「
遺
言
書
」
に
妻
の
貢
献
へ
の
感
謝

の
言
葉
が
書
き
綴
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ（
る
）
83

。
以
下
に
そ
の
よ
う

な
例
を
二
件
と
り
あ
げ
た
い
。
一
人
は
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
製
造
業
フ

ラ
ン
セ
ス
ク
・
ト
レ
ン
ツ
、
も
う
一
人
は
ベ
ー
ル
織
り
ロ
ッ
ク
・

シ
ャ
ベ
ッ
ト
で
、
二
人
と
も
「
死
後
財
産
目
録
」
か
ら
は
質
素
な

暮
ら
し
と
小
規
模
経
営
の
様
子
が
伝
わ
っ
て
く
る
絹
産
業
の
親
方

四
〇
五
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。

　

フ
ラ
ン
セ
ス
ク
・
ト
レ
ン
ツ
は
内
陸
部
の
都
市
ビ
ッ
ク
の
ロ
ー

プ
職
人
の
息
子
で
、
一
七
七
四
年
に
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
の
ス
ト
ッ
キ

ン
グ
製
造
ギ
ル
ド
で
親
方
と
な
り
、
一
七
九
三
年
に
妻
と
二
人
の

子
供
（
男
女
）
を
残
し
て
亡
く
な
っ
て
い
る
。
一
七
八
九
年
に
作
成

さ
れ
た
遺
言
書
に
は
、
二
人
の
子
供
に
そ
れ
ぞ
れ
百
リ
ウ
ラ
ず（
つ
）
85

、

バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
の
靴
職
人
と
結
婚
し
て
い
る
自
身
の
姉
（
妹
）
に

五
〇
リ
ウ
ラ
を
遺
贈
し
、
そ
の
他
の
財
産
の
包
括
相
続
人
に
「
多

く
の
愛
と
慈
悲
と
、
卓
越
し
た
仕
事
上
の
熟
練
（singulars

bonsoficis

）、
そ
し
て
特
に
非
常
に
熱
心
に
私
と
共
に
そ
の

（
財
産
の
：
筆
者
注
）
獲
得
に
協
力
し
て
く
れ
た
こ
と
か
ら
、
親

愛
な
る
妻
ロ
ザ
・
ト
レ
ン
ツ
を
指
定
す（
る
）
86

」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

子
供
の
養
育
や
、
二
人
の
子
供
へ
の
相
続
の
さ
せ
方
は
妻
に
任
せ
、

死
後
に
子
供
に
残
す
法
定
遺
留
分
の
増
減
、
病
気
で
必
要
と
な
っ

た
場
合
に
財
産
の
売
却
処
分
も
認
め
て
い
る
と
こ
ろ
に
は
、
妻
へ

の
絶
対
の
信
頼
が
見
ら
れ
る
。
遺
言
執
行
人
お
よ
び
子
供
の
後
見

人
へ
の
指
定
も
、
妻
と
故
郷
ビ
ッ
ク
の
聖
職
者
ひ
と
り
で
、
バ
ル

セ
ロ
ー
ナ
で
の
仕
事
仲
間
や
親
戚
な
ど
の
名
前
が
な
い
と
こ
ろ
か

ら
は
、
夫
婦
で
小
さ
な
工
房
を
切
り
盛
り
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う

様
子
が
想
像
さ
れ
る
。

　

ロ
ッ
ク
・
シ
ャ
ベ
ッ
ト
は
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
の
ベ
ー
ル
織
り
親
方

の
息
子
で
、
妻
と
息
子
四
人
と
娘
二
人
の
子
供
六
人
を
残
し
、
一

七
九
三
年
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。
一
七
八
九
年
に
は
長
男
ア
ン
ト

ン
も
親
方
資
格
を
得
て
お（
り
）
87

、
親
子
三
代
に
わ
た
っ
て
職
業
を
継

承
し
て
い
る
が
、
工
房
の
経
営
は
六
人
の
子
供
を
育
て
て
余
り
あ

る
ほ
ど
に
繁
栄
は
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
息
子
が
同
業

の
親
方
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
遺
言
書
で
は
「
財
産
の

全
て
あ
る
い
は
一
部
を
、
彼
女
と
私
の
家
族
の
相
応
の
生
活
の
た

め
に
必
要
な
場
合
に
、
誰
の
同
意
や
介
入
を
受
け
る
こ
と
も
な
く

売
却
し
た
り
質
入
れ
し
た
り
す
る
権
利
と
と
も
に
」
妻
テ
レ
ザ
を

包
括
相
続
人
に
指
定
す
る
と
述
べ
る
。「
な
ぜ
な
ら
私
が
現
在
所

持
す
る
財
産
を
成
し
得
た
の
は
妻
の
働
き
と
注
意
（lotreball,

yvigilanciadelam
ateixam

am
uller

）
が
あ
っ
た
か
ら
で

あ（
る
）
88

」
と
い
う
。
妻
の
死
後
に
子
供
に
財
産
を
ど
の
よ
う
に
分
割

す
る
か
も
、
均
等
配
分
を
原
則
と
し
な
が
ら
妻
に
任
せ
、
遺
言
執

行
人
と
し
て
も
妻
ひ
と
り
だ
け
を
指
定
し
て
い
る
。

　

以
上
の
二
つ
の
事
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
相
続
の
指
定
と
記
述

か
ら
は
、
特
に
小
規
模
経
営
の
工
房
の
場
合
に
、
家
業
を
回
し
て

い
く
上
で
の
妻
の
役
割
の
大
き
か
っ
た
実
情
が
推
測
で
き（
る
）
89

。

（
三
）
寡
婦
に
よ
る
工
房
の
運
営

　

十
八
世
紀
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
の
ギ
ル
ド
は
徒
弟
修
行
や
親
方
資
格

四
〇
六
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の
対
象
か
ら
完
全
に
女
性
を
排
除
し
て
い
た
が
、
親
方
の
寡
婦
は

一
定
の
条
件
を
ク
リ
ア
す
れ
ば
工
房
の
運
営
を
続
け
る
こ
と
が

で（
き
）
90

、
ベ
ー
ル
織
り
ギ
ル
ド
の
場
合
、
一
七
九
〇
年
の
ギ
ル
ド
の

会
計
簿
に
よ
る
と
分
担
金
を
支
払
っ
て
い
る
メ
ン
バ
ー
の
お
よ
そ

七
％
が
そ
の
よ
う
な
寡
婦
で
あ
っ（
た
）
91

。
男
性
の
親
方
の
中
に
自
身

の
工
房
を
持
た
な
か
っ
た
者
も
多
か
っ
た
こ
と
を
考
え
る（
と
）
92

、
市

内
の
絹
織
物
工
房
の
う
ち
女
性
が
経
営
す
る
工
房
は
そ
れ
以
上
の

割
合
に
上
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ビ
セ
ン
テ
は
ギ
ル
ド
に
組
織
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
捺
染
綿
布
製
造
業
に
つ
い
て
、
一
七
八
〇
年
か

ら
十
九
世
紀
初
め
に
工
場
・
工
房
の
所
有
者
の
二
割
が
女
性
だ
っ

た
と
述
べ
る（
が
）
93

、
絹
産
業
に
お
い
て
も
同
様
の
実
態
が
あ
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
な
寡
婦
に
よ
る
経
営
の
継
承
に
つ
い
て
、
親
方
の
寡

婦
が
労
働
の
権
利
を
求
め
る
の
は
、
単
に
夫
の
生
前
に
家
業
に
貢

献
し
た
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
子
供
時
代
や
結
婚
生
活
の
間
に
得

た
訓
練
や
経
験
、
そ
し
て
事
業
に
対
し
て
行
っ
た
投
資
に
よ
る
の

だ
と
、
パ
リ
の
手
工
業
ギ
ル
ド
の
中
で
の
寡
婦
の
位
置
づ
け
や
活

動
の
実
態
を
研
究
し
た
ラ
ン
ザ
は
指
摘
す（
る
）
94

。
ま
た
、
一
部
の
ギ

ル
ド
が
親
方
の
寡
婦
に
よ
る
工
房
継
承
に
あ
た
り
有
能
な
職
人
を

雇
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
定
め
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
近
世

イ
タ
リ
ア
の
理
髪
業
な
ど
を
研
究
し
た
カ
ヴ
ァ
ッ
ロ
は
、
こ
の
よ

う
な
規
定
か
ら
は
技
術
や
経
験
は
男
性
の
職
人
の
も
の
だ
と
考
え

が
ち
だ
が
、
実
際
に
は
経
験
を
積
ん
だ
寡
婦
が
若
い
男
性
の
職
人

に
指
導
を
し
て
い
た
ケ
ー
ス
も
十
分
に
あ
っ
た
と
指
摘
し
、
職
業

の
継
承
に
お
け
る
女
性
の
役
割
を
強
調
す（
る
）
95

。
し
か
し
な
が
ら
、

夫
の
工
房
を
継
い
だ
妻
た
ち
の
経
済
活
動
が
ど
の
程
度
成
功
し
、

あ
る
い
は
失
敗
し
た
の
か
を
評
価
す
る
の
は
難
し
い
。
カ
タ
ル
ー

ニ
ャ
に
お
い
て
、
夫
が
妻
を
残
し
て
先
に
亡
く
な
っ
た
場
合
、
残

さ
れ
た
妻
が
自
身
の
権
利
を
守
る
た
め
に
は
「
死
後
財
産
目
録
」

を
作
成
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
た
の
に
対
し（
て
）
96

、
寡
婦
と
な

っ
た
妻
が
子
供
な
ど
に
そ
れ
ら
の
財
産
を
残
す
際
に
は
、
既
に
亡

夫
や
自
身
の
遺
言
書
、
子
供
の
結
婚
契
約
書
な
ど
で
遺
産
の
継
承

に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
の
が
通
例
で
あ
り
、
費
用
の
か
か
る

財
産
目
録
が
作
成
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
前

近
代
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
農
村
に
お
け
る
寡
婦
の
経
済
活
動
に
関
す

る
研
究
で
行
わ
れ
て
い
る
よ
う（
に
）
97

、
亡
夫
か
ら
工
房
を
引
き
継
い

だ
際
の
財
産
と
そ
の
妻
が
何
年
後
か
に
亡
く
な
っ
た
時
の
財
産
を
、

目
録
か
ら
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
事
例
を
探
す
の
は
難

し
い
。
よ
っ
て
こ
こ
で
は
、
寡
婦
と
し
て
工
房
の
経
営
に
手
腕
を

発
揮
し
た
こ
と
が
「
死
後
財
産
目
録
」
か
ら
読
み
取
れ
る
一
人
の

女
性
の
例
を
と
り
あ
げ
て
検
討
す
る
。

　

マ
リ
ア
・
ガ
リ
サ
ン
ス
・
カ
ル
ボ
ネ
イ
は
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
内
陸

四
〇
七
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の
山
間
の
町
リ
ポ
イ
の
商
人
ブ
ナ
ベ
ン
ト
ゥ
ー
ラ
・
カ
ル
ボ
ネ
イ

の
娘
で
、
そ
こ
か
ら
百
キ
ロ
南
西
に
離
れ
た
カ
ラ
フ
の
商
人
と
結

婚
し
、
死
別
し
た
後
に
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
の
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
製
造
業

親
方
リ
ュ
レ
ン
ス
・
ガ
リ
ー
ド
と
再
婚
し
た
。
ガ
リ
ー
ド
は
一
七

七
二
年
か
ら
七
八
年
に
ギ
ル
ド
の
役
員
を
何
度
も
務
め
た
よ
う
な

有
力
親
方
で
、
マ
リ
ア
は
夫
の
死
後
に
そ
の
工
房
の
経
営
を
引
き

継
い
で
生
産
を
続
け
、
活
発
な
取
引
を
行
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ

う
い
っ
た
何
年
間
か
の
寡
婦
と
し
て
の
経
済
活
動
の
後
、
お
そ
ら

く
若
い
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
製
造
職
人
で
あ
っ
た
マ
リ
ア
ー
ノ
・
ガ
リ

サ
ン
ス
と
結
婚
し
、
彼
の
妻
と
し
て
一
七
九
九
年
に
亡
く
な
っ
て

い（
る
）
98

。

　

二
番
目
の
夫
で
あ
る
ガ
リ
ー
ド
親
方
の
遺
言
書
や
死
後
財
産
目

録
は
見
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
が
、
マ
リ
ア
の
「
死
後
財
産
目
録
」

に
は
五
台
の
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
編
み
機
と
三
七
台
の
仕
上
げ
型
、
大

き
な
商
品
戸
棚
な
ど
を
有
す
る
中
規
模
の
工
房
が
彼
女
自
身
の
財

産
と
し
て
記
録
さ
れ
て
お
り
、
二
番
目
の
夫
か
ら
相
続
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、「
財
産
目
録
」
に
は
一
七
九
四

年
四
月
以
降
の
日
付
の
回
収
さ
れ
て
い
な
い
取
引
の
手
形
が
記
録

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
か
ら
亡
く
な
る
三
年
前
か
ら
の
取
引
を
ま

と
め
て
み
る
と
（【
表
２
】）、
彼
女
が
自
身
の
名
義
で
か
な
り
大

き
な
取
引
を
行
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
の
や
り
方
が
、
ア
メ
リ
カ
植

民
地
に
向
か
う
船
の
船
長
や
航
海
士
に
商
品
の
入
っ
た
箱
を
預
け
、

商
品
が
売
れ
て
帰
港
し
た
後
に
利
益
を
折
半
す
る
と
い
う
、
オ
フ

ィ
シ
ャ
ル
に
税
金
を
払
う
貿
易
で
は
な
く
、
植
民
地
に
向
か
う
船

の
船
員
た
ち
に
伝
統
的
に
認
め
ら
れ
て
い
た
荷
物
を
持
ち
込
む
権

利
を
利
用
し
た
交
易
方
法
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か（
る
）
99

。
一
七
九
六
年

九
月
三
日
付
の
海
事
為
替
の
利
息
が
当
初
の
二
四
％
か
ら
四
五
％

に
上
昇
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
年
の
夏
に
イ
ギ
リ
ス
＝
ス
ペ
イ
ン

戦
争
（
一
七
九
六
―
一
八
〇
二
年
）
が
勃
発
し
、
イ
ギ
リ
ス
海
軍

の
攻
撃
に
よ
っ
て
ス
ペ
イ
ン
の
ア
メ
リ
カ
植
民
地
交
易
が
危
機
に

晒
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
さ
す
が
に
カ
リ
ブ
海
で
戦
闘
が
繰
り
広

げ
ら
れ
た
九
七
年
の
手
形
は
残
っ
て
い
な
い
も
の
の
、
翌
年
に
は

ま
た
多
額
の
取
引
を
行
っ
て
い
る
の
に
は
驚
か
さ
れ
る
。
こ
れ
ら

の
手
形
が
死
後
に
回
収
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
を
知
る
術
は
な
い
が
、

回
収
さ
れ
た
な
ら
ば
通
常
以
上
に
大
き
な
利
益
を
生
ん
だ
に
違
い

な（
く
）
100

、
危
機
を
利
用
し
た
大
胆
な
企
業
経
営
で
あ
っ
た
と
言
え
る

だ
ろ
う
。

　

マ
リ
ア
と
最
後
の
夫
、
サ
ン
・
イ
ポ
リ
ッ
ト
（
ウ
ゾ
ー
ナ
郡
）

の
毛
織
物
織
元
の
息
子
で
あ
っ
た
マ
リ
ア
ー
ノ
・
ガ
リ
サ
ン
ス
と

の
「
結
婚
契
約
書
」
は
見
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
い
つ
ど
の

よ
う
な
条
件
で
結
婚
し
た
の
か
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
、

筆
者
が
調
査
し
て
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
し
た
一
七
六
八
年
か
ら
一
八

四
〇
八
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三
五
年
の
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
製
造
業
ギ
ル
ド
の
「
親
方
資
格

授
与
記
録
」
に
よ
れ
ば
、
マ
リ
ア
ー
ノ
が
親
方
資
格
を
得

て
い
る
の
は
一
七
九
八
年
な
の
で
、
親
方
の
寡
婦
で
あ
る

マ
リ
ア
と
の
結
婚
を
通
し
て
親
方
資
格
を
手
に
入
れ
た
可

能
性
も
あ
り
、
マ
リ
ア
が
経
営
す
る
工
房
で
働
く
職
人
だ

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
実
際
の
生
産
に
か
か
わ
る
技
術

は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
親
方
資
格
が
な
け
れ
ば
合
法
的

に
編
み
機
を
所
持
し
て
生
産
・
販
売
を
行
う
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
の
で
、
少
な
く
と
も
工
房
の
運
営
や
販
売
の
経

験
に
関
し
て
は
結
婚
時
点
で
マ
リ
ア
に
遠
く
及
ば
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
マ
リ
ア
は
先
に

紹
介
し
た
カ
ヴ
ァ
ッ
ロ
の
指
摘
の
よ
う
な
、
若
い
職
人
や

再
婚
相
手
に
対
し
て
主
導
権
を
握
っ
て
い
た
女
性
だ
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
マ
リ
ア
の
「
遺
言
書
」
に
よ
れ

ば
、
彼
女
は
三
回
の
結
婚
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
子
供
を

持
つ
こ
と
は
な
く
、
宝
石
や
若
干
の
金
銭
を
姪
た
ち
に
遺

贈
し
た
後
、
遺
産
の
う
ち
彼
女
の
持
参
金
で
あ
っ
た
六
百

リ
ウ
ラ
を
実
家
の
相
続
人
に
返
却
し
、
残
り
の
財
産
の
半

分
を
三
番
目
の
夫
マ
リ
ア
ー
ノ
に
、
も
う
半
分
を
教
会
に

寄
付
す
る
と
述
べ
て
い（
る
）
101

。

　

こ
の
よ
う
に
私
た
ち
が
知
る
こ
と
の
で
き
る
断
片
的
な

四
〇
九

【表 2】　ストッキング製造業親方の妻マリア・ガリサンスの「死後財産目録」から、
取引の手形の一部（1796 年以降）

日付 種類 額面及び内容

1796/1/7 海事為替 300 リウラ（利息 23%）

1796/2/6
アメリカ植民地との
交易の手形

ストッキング 6ダース（274 リウラ 10 ソウ、利益分割）

1796/9/3 海事為替 200 リウラ（利息 24％→ 45%）

1796/9/18
アメリカ植民地との
交易の手形

ストッキング 8ダース（362 リウラ５ソウ、利益分割）

1796/9/18 同上 同上

1796/11/22 勘定書 ストッキング 12 ダース（473 リウラ）

1798/1/9
アメリカ植民地との
交易の手形

同 20 ダース（346 リウラ 10 ソウ、利益分割）

1798/2/26 同上 同 6ダース（234 リウラ、利益分割）

1798/5/22 同上 同 11 ダース（419 リウラ 18 ソウ、利益分割）

1798/6/11 同上 同 6ダース（229 リウラ 5ソウ、利益分割）

1798/7/10 同上 同 5ダース（203 リウラ 5ソウ、利益分割）

1798/7/18 植民地交易の契約書 6⼈の同業の親方との共同交易（彼⼥の投資は 300 リウラ）

AHPB,EliasiBosc,1123/44:199v-211v.より筆者作成
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情
報
の
み
か
ら
マ
リ
ア
の
人
生
を
振
り
返
っ
て
み
た
と
き
、
次
に

あ
げ
る
二
点
が
特
に
興
味
深
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
ず
、
内
陸

の
町
リ
ポ
イ
に
生
ま
れ
た
商
人
の
娘
で
あ
る
マ
リ
ア
が
、
他
の
町

の
商
人
と
結
婚
し
、
再
婚
時
に
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
に
出
て
き
て
い
る

こ
と
で
、
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
内
陸
部
の
町
や
村
と
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
の

商
人
や
手
工
業
者
の
間
に
日
常
的
な
商
業
関
係
が
存
在
し
、
そ
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
乗
っ
て
女
性
も
移
動
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
と

推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
都
市
へ
の
移
住
が
未
婚
の
若
い
女
性
に
限

ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
わ
か
る
。
マ
リ
ア
が
再
婚
相
手
の
職
業
で

あ
る
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
製
造
工
房
の
経
営
を
引
き
継
ぎ
、
寡
婦
と
し

て
単
独
で
交
易
を
行
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
は
、
結
婚
前
の
労
働

経
験
だ
け
で
な
く
、
妻
と
し
て
の
夫
と
の
協
働
が
女
性
に
と
っ
て

職
業
の
知
識
や
技
術
を
習
得
す
る
機
会
と
な
り
、
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ

プ
に
寄
与
す
る
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
再
婚
を
す
る
女

性
が
少
な
い
中
で
彼
女
が
三
回
も
結
婚
を
繰
り
返
し
て
い
る
の
は
、

子
供
が
い
な
か
っ
た
こ
と
に
も
よ
る
だ
ろ
う
が
、
彼
女
が
自
身
の

人
生
を
切
り
開
く
才
覚
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
こ
と
の
反
映
で
も
あ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
五
章
、
妻
の
持
参
財
の
意
味

　

さ
て
、
前
章
で
見
た
よ
う
に
特
に
中
小
規
模
な
生
産
単
位
へ
の

妻
の
貢
献
が
大
き
か
っ
た
と
い
う
と
き
、
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
が
、

経
済
的
な
貢
献
と
し
て
の
妻
の
持
参
金
の
役
割
で
あ
る
。
持
参
金

と
嫁
入
り
道
具
か
ら
な
る
「
持
参
財
」
は
、「
地
中
海
型
」
の
婚

姻
パ
タ
ー
ン
に
お
い
て
財
産
の
継
承
と
分
割
の
根
幹
に
関
わ
る
シ

ス
テ
ム
で
あ
る
。
本
章
で
は
ま
ず
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
に
お
け
る
「
持

参
財
」
贈
与
の
制
度
的
な
枠
組
を
概
観
し
て
か
ら
、「
結
婚
契
約

書
」
の
数
量
的
分
析
か
ら
導
か
れ
る
実
際
の
運
用
を
対
比
さ
せ
、

手
工
業
者
の
家
庭
に
お
け
る
家
業
へ
の
妻
の
経
済
的
貢
献
と
、
女

性
の
経
済
的
主
体
性
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
た
め
の
一
助
と
し
た

い
。（

一
）
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
の
慣
習
法
に
お
け
る
「
持
参
財
」

　

カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
の
相
続
シ
ス
テ
ム
は
男
子
優
先
の
長
子
単
独
相

続
を
原
則
と
し
、
跡
取
り
以
外
の
子
供
た
ち
に
は
全
財
産
の
四
分

の
一
が
法
定
遺
留
分
と
し
て
全
て
の
子
に
均
等
に
分
割
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
、
土
地
が
基
本

の
財
産
で
あ
っ
た
農
業
牧
畜
業
の
世
界
で
生
産
単
位
を
分
割
し
な

い
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
た
原
則
で
あ
り
、
都
市
の
手
工
業
者
の

家
庭
で
現
実
的
・
合
理
的
な
相
続
が
「
遺
言
書
」
な
ど
に
よ
っ
て

定
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
は
、
先
に
見
た
通
り
で
あ（
る
）
102

。

ス
ペ
イ
ン
の
中
で
も
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
な
ど
多
く
の
地
域
で
は
分

四
一
〇
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割
相
続
で
、
相
続
は
親
の
死
亡
の
際
に
な
さ
れ
、
夫
婦
は
結
婚
後

に
共
同
財
産
を
形
成
す
る
の
に
対
し
て
、
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
で
は
相

続
は
子
供
の
結
婚
・
独
立
の
際
に
な
さ
れ
、
娘
は
多
く
の
場
合
に

父
親
か
ら
贈
与
さ
れ
た
相
続
の
法
定
遺
留
分
を
「
持
参
財
」
と
し

て
持
っ
て
結
婚
し
た
。
妻
は
そ
れ
を
自
身
の
財
産
と
し
て
保
持
し

続
け
、
夫
婦
の
共
同
財
産
は
形
成
さ
れ
ず
、
結
婚
が
継
続
し
て
い

る
間
は
夫
が
妻
の
持
参
財
の
運
用
権
を
持
っ
た
。
共
同
財
産
が
形

成
さ
れ
な
い
た
め
に
結
婚
の
解
消
時
に
妻
に
財
産
分
与
が
な
さ
れ

な
い
代
わ
り
に
、
結
婚
時
に
新
郎
側
か
ら
新
婦
へ
持
参
財
の
「
増

額
（escreix

）」
と
呼
ば
れ
る
贈
与
（
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
で
は
持
参

財
の
半
額
、
内
陸
部
の
ビ
ッ
ク
で
は
三
分
の
一
を
慣
例
と
す（
る
）
103

）

が
約
束
さ
れ
る
。
子
供
が
で
き
ず
に
（
あ
る
い
は
成
年
に
達
す
る

こ
と
な
く
）
夫
婦
い
ず
れ
か
の
死
亡
に
よ
り
結
婚
が
解
消
さ
れ
た

場
合
、「
持
参
財
」
も
「
増
額
」
贈
与
も
そ
れ
ぞ
れ
元
の
家
に
返

さ
れ（
る
）
104

。
男
子
が
お
ら
ず
長
女
が
父
親
（
あ
る
い
は
両
親
）
の
財

産
の
包
括
相
続
人
と
な
る
場
合
、
跡
取
り
娘
と
結
婚
す
る
夫
は

「
婚
資
（aixovar

）」
を
持
っ
て
婿
入
り
す
る
。
跡
取
り
息
子

（
娘
）
に
お
い
て
は
、
結
婚
時
に
名
目
上
の
相
続
は
な
さ
れ
る
が
、

父
親
（
あ
る
い
は
母
親
）
が
生
き
て
い
る
限
り
、
親
が
用
益
権
を

保
持
し
、
実
際
の
事
業
の
経
営
や
財
産
の
運
用
を
行
な
っ
た
。
こ

の
よ
う
に
、
家
と
家
の
契
約
と
い
う
性
格
の
濃
い
家
父
長
主
義
的

な
結
婚
シ
ス
テ
ム
だ
っ
た
と
言
え
、
制
度
的
に
は
女
性
が
主
体
性

を
発
揮
す
る
余
地
は
少
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
跡
取
り

息
子
（
娘
）
以
外
の
場
合
に
は
、
結
婚
時
に
財
産
の
分
与
が
な
さ

れ
て
し
ま
う
た
め
に
、
若
い
夫
婦
が
自
立
し
て
経
済
活
動
を
行
う

資
金
を
持
ち
、
妻
も
（
持
参
金
の
処
分
に
関
す
る
自
由
裁
量
権
を

持
つ
範
囲
に
お
い
て
）
経
済
的
な
自
主
性
を
持
ち
や
す
か
っ
た
と

い
う
一
面
が
あ
っ
た
こ
と
が
重
要
だ
と
筆
者
は
考
え
る
。

（
二
）「
結
婚
契
約
書
」
の
分
析
か
ら
見
た
妻
の
「
持
参
財
」

　

こ
こ
で
は
四
二
五
件
の
絹
産
業
者
お
よ
び
そ
の
息
子
・
娘
を
当

事
者
と
す
る
「
結
婚
契
約
書
」
の
サ
ン
プ
ル
全
体
を
対
象
と
し
て
、

一
、
文
書
が
作
成
さ
れ
た
時
期
、
二
、「
持
参
財
」
の
新
婦
へ
の

贈
与
者
（
あ
る
い
は
本
人
に
よ
る
準
備
）、
三
、「
持
参
財
」
の
内

訳
、
四
、「
持
参
金
」
の
額
、
五
、
父
親
（
あ
る
い
は
両
親
な
ど

親
族
）
か
ら
新
婦
に
持
参
財
が
贈
与
さ
れ
る
場
合
の
条
件
（
妻
の

自
由
裁
量
の
度
合
い
）
の
五
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　

ま
ず
第
一
点
目
の
「
結
婚
契
約
書
」
が
公
証
人
に
よ
っ
て
作
成

さ
れ
る
時
期
で
あ
る
が
、
二
七
八
件
（
六
五
・
四
一
％
）
が
結
婚

前
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
残
り
の
一
四
七
件
（
三
四
・
五

九
％
）
で
は
結
婚
後
に
夫
婦
間
で
取
り
交
わ
さ
れ
て
お
り
、
中
に

は
宗
教
的
な
結
婚
か
ら
数
年
を
経
過
し
た
後
に
作
成
さ
れ
て
い
る

四
一
一
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こ
と
も
あ
っ（
た
）
105

。
分
割
相
続
制
度
を
と
っ
た
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
に

お
い
て
、
結
婚
契
約
書
は
単
な
る
婚
前
の
約
束
に
過
ぎ
ず
、
実
際

に
相
続
と
持
参
財
の
贈
与
が
執
行
さ
れ
た
後
に
「
持
参
財
贈
与
証

書
（cartasdepagodedote

）」
が
作
成
さ
れ
た
の
で
、
前
者

で
約
束
さ
れ
た
額
と
後
者
で
実
際
に
贈
与
さ
れ
た
額
に
は
か
な
り

の
隔
た
り
が
あ
る
と
さ
れ
て
い（
る
）
106

。
こ
れ
に
対
し
て
カ
タ
ル
ー
ニ

ャ
で
は
、
実
際
に
持
参
財
の
贈
与
が
な
さ
れ
る
際
に
「
結
婚
契
約

書
」
が
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら（
れ
）
107

、
様
々
な
事
情
か
ら
持
参
財
の

準
備
に
年
月
を
要
し
た
り
、
数
年
後
に
親
族
か
ら
の
遺
産
相
続
を

受
け
て
初
め
て
「
結
婚
契
約
書
」
を
交
わ
し
て
い
る
よ
う
な
ケ
ー

ス
が
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
予
定
し
て
い
た
持
参
財
が
準

備
で
き
ず
に
公
証
人
に
よ
る
契
約
書
を
作
成
す
る
に
至
ら
な
か
っ

た
場
合
や
、
衣
類
や
生
活
必
需
品
の
み
で
現
金
を
持
参
し
な
か
っ

た
場
合
な
ど
、
文
書
を
作
成
せ
ず
に
終
わ
る
夫
婦
も
い
た
と
考
え

ら
れ（
る
）
108

。

　

第
二
点
目
に
つ
い
て
は
、
持
参
財
が
新
婦
の
父
母
か
ら
の
財
産

分
与
の
み
だ
っ
た
（
両
親
が
故
人
の
場
合
も
含
む
）
の
は
、
寡
婦

の
再
婚
を
除
い
た
四
〇
一
件
の
サ
ン
プ
ル
の
う
ち
二
七
五
件
（
六

八
・
五
八
％
）
と
ほ
ぼ
三
分
の
二
で
あ
り
、
他
の
親
族
か
ら
の
贈

与
を
含
む
も
の
が
五
八
件
（
十
四
・
四
六
％
）、
慈
善
基
金
や
聖
職

者
か
ら
の
贈
与
を
含
む
も
の
が
二
九
件
（
七
・
二
三
％
）、
本
人
の

稼
ぎ
や
奉
公
先
の
主
人
か
ら
の
贈
与
を
含
む
も
の
が
三
三
件

（
八
・
二
三（
％
）
109

）
な
ど
で
あ
っ
た
。
た
し
か
に
大
半
の
場
合
に
新
婦

の
両
親
か
ら
の
贈
与
か
ら
な
っ
て
い
た
と
言
え
る
が
、
そ
れ
だ
け

で
は
な
く
、
様
々
な
手
段
で
の
資
金
が
こ
こ
に
流
れ
込
ん
で
い
た

こ
と
も
興
味
深
い
。
叔
父
や
叔
母
か
ら
の
贈
与
は
工
房
や
職
業
の

継
承
を
含
む
場
合
も
あ
り
、
ま
た
、
先
の
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、

新
婦
が
自
ら
長
年
の
奉
公
な
ど
に
よ
っ
て
準
備
す
る
例
も
あ
っ
た
。

そ
の
他
、
当
時
は
女
性
が
持
参
金
な
し
に
結
婚
す
る
こ
と
は
困
難

を
極
め
た
た
め
、
貧
し
い
娘
の
た
め
に
持
参
金
を
贈
与
す
る
慈
善

基
金
（causaspias

）
も
多
く
存
在
し
た
。

　

第
三
点
目
に
つ
い
て
、
持
参
財
の
内
訳
は
先
に
も
述
べ
た
よ
う

に
現
金
と
嫁
入
り
道
具
（
箪
笥
の
数
で
表
さ
れ
る
）
か
ら
な
り
、

カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
に
お
い
て
は
、
寡
婦
の
再
婚
の
場
合
を
除
い
て
嫁

入
り
道
具
の
詳
細
や
評
価
額
は
ほ
と
ん
ど
示
さ
れ
な
い
。
し
か
し

こ
れ
が
記
さ
れ
て
い
た
二
七
例
を
検
討
す
る
と
、
持
参
金
の
額
と

嫁
入
り
道
具
の
評
価
額
が
同
額
だ
っ
た
の
は
四
例
、
道
具
の
評
価

額
が
現
金
を
上
回
っ
た
の
は
持
参
金
が
少
な
い
ケ
ー
ス
を
中
心
に

三
例
に
過
ぎ
ず
、
半
額
を
超
え
た
の
も
八
例
に
と
ど
ま
っ
た
。
評

価
額
が
書
か
れ
て
い
た
数
少
な
い
例
の
代
表
性
に
つ
い
て
は
留
保

が
必
要
だ
が
、
こ
の
デ
ー
タ
を
Ｍ
・
ガ
ル
シ
ア
・
フ
ェ
ル
ナ
ン
デ

ス
が
分
析
す
る
同
時
期
の
バ
リ
ャ
ド
リ
ー
ド
市
（
カ
ス
テ
ィ
ー
リ

四
一
二



産
業
化
以
前
の
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
に
お
け
る
家
業
と
女
性
（
一
七
七
〇
―
一
八
二
〇
）

）

九
九　
（

ャ
）
の
事
例
と
比
較
す
る
と
興
味
深
い
相
違
が
見
ら
れ
る
。
バ
リ

ャ
ド
リ
ー
ド
市
に
お
い
て
は
、
持
参
財
の
内
訳
を
不
動
産
お
よ
び

現
金
と
そ
の
他
の
動
産
に
分
け
て
比
較
す
る
と
、
持
参
財
全
体
の

評
価
額
に
占
め
る
不
動
産
・
現
金
の
割
合
が
一
七
五
〇
年
代
の
四

八
・
八
％
か
ら
九
〇
年
代
に
は
三
八
・
八
％
、
一
八
三
〇
年
代
前
半

に
は
三
五
・
八
％
ま
で
減
少
し
、
動
産
の
中
で
は
ハ
ウ
ス
リ
ネ
ン

が
減
り
、
宝
石
や
家
財
道
具
が
増
え
た
と
い（
う
）
110

。
消
費
革
命
の
影

響
を
受
け
、
都
市
部
で
は
持
参
財
の
重
心
が
現
金
や
不
動
産
よ
り

も
動
産
に
、
服
飾
品
や
家
財
道
具
に
移
っ
て
い
く
と
い
う
の
で
あ

る
。
こ
れ
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
本
稿
の
事
例
に
お
い
て
は
、
経

営
資
金
と
な
る
現
金
が
重
視
さ
れ
て
い
た
（
そ
も
そ
も
動
産
の
評

価
額
が
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
自
体
が
現
金
重
視
の
証
左
と
も
言

え
る
）
こ
と
が
一
つ
の
特
徴
と
し
て
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

第
四
点
目
の
持
参
金
（
現
金
）
の
額
に
つ
い
て
は
、
四
二
五
の

サ
ン
プ
ル
か
ら
包
括
相
続
財
産
あ
る
い
は
財
産
の
何
分
の
一
と
い

っ
た
表
現
だ
っ
た
も
の
を
除
い
た
四
〇
三
件
の
平
均
を
と
る
と
七

九
三
リ
ウ
ラ
と
な
り
、
最
頻
値
は
二
百
か
ら
三
百
リ
ウ
ラ
だ
っ
た

（
分
布
は
【
グ
ラ
フ
3
】
参
照
）。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
二
百
か

ら
三
百
リ
ウ
ラ
は
ほ
ぼ
新
郎
の
寄
与
分
と
合
わ
せ
る
と
独
立
し
た

工
房
を
開
設
で
き
る
ギ
リ
ギ
リ
の
額
と
考
え
ら
れ
る
（
註（
56
）参

照
）。
も
ち
ろ
ん
「
結
婚
契
約
書
」
を
作
成
し
な
か
っ
た
た
め
に

四
一
三
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可
視
化
さ
れ
な
い
、
よ
り
貧
困
な
層
が
グ
ラ
フ
の
左
側
に
存
在
す

る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
が
、
調
査
し
た
サ
ン
プ

ル
の
中
で
は
結
婚
後
に
中
小
規
模
の
工
房
を
開
設
し
経
営
で
き
る

と
想
定
さ
れ
る
持
参
金
二
百
リ
ウ
ラ
以
上
千
リ
ウ
ラ
未
満
の
世
帯

が
ち
ょ
う
ど
全
体
の
半
数
と
な
り
、
両
端
に
非
常
に
富
裕
化
し
た

層
と
困
窮
化
し
た
層
は
存
在
す
る
も
の
の
、
全
体
に
は
中
小
規
模

の
独
立
し
た
生
産
者
が
多
い
と
い
う
同
市
の
絹
産
業
の
特
徴
を
反

映
す
る
結
果
と
な
っ
た
。
な
お
、
絹
産
業
の
親
方
の
娘
の
持
参
金

の
平
均
額
（
包
括
相
続
人
の
場
合
な
ど
を
除
き
金
額
が
明
示
さ
れ

て
い
る
一
四
七
件
）
は
九
六
二
リ
ウ
ラ
と
な
り
、
同
地
の
手
工
業

者
（
こ
の
場
合
に
は
絹
産
業
者
）
の
娘
は
、
た
と
え
工
房
の
跡
取

り
娘
で
な
く
て
も
、
経
済
的
に
も
好
条
件
な
結
婚
相
手
だ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。

　

最
後
に
、
新
婦
／
妻
が
結
婚
後
に
自
身
の
持
参
金
に
対
し
て
ど

の
程
度
の
裁
量
権
を
持
ち
え
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
た（
い
）
111

。
カ

タ
ル
ー
ニ
ャ
の
慣
習
法
の
枠
組
み
に
よ
る
な
ら
ば
、
先
に
説
明
し

た
よ
う
に
、
父
親
（
両
親
な
い
し
他
の
親
族
な
ど
）
か
ら
贈
与
さ

れ
た
持
参
財
は
、
子
供
が
で
き
ず
に
（
あ
る
い
は
成
年
に
達
す
る

こ
と
な
く
）
結
婚
が
解
消
さ
れ
た
場
合
、
実
家
（
持
参
財
の
贈
与

者
あ
る
い
は
そ
の
相
続
人
）
に
返
還
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

し
か
し
今
回
の
サ
ン
プ
ル
に
お
け
る
持
参
財
の
贈
与
の
条
件
を
詳

細
に
見
た
と
こ
ろ
、
新
婦
が
親
族
か
ら
贈
与
を
受
け
て
い
る
三
六

二
件
の
う
ち
、
ち
ょ
う
ど
半
数
の
一
八
一
件
で
契
約
時
に
無
条
件

で
全
額
を
贈
与
さ
れ
て
お
り
、
寡
婦
の
再
婚
と
新
婦
が
自
ら
持
参

財
を
用
意
し
て
い
る
（
も
と
も
と
自
身
の
所
有
財
産
で
あ
る
）
場
合

や
贈
与
者
と
の
関
係
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
場
合
を
合
わ
せ
る
と
、

全
サ
ン
プ
ル
四
二
五
件
の
う
ち
二
三
六
件
（
五
五
・
五
三
％
）
で

い
か
な
る
場
合
に
も
返
還
の
義
務
は
な
く
、
夫
婦
が
持
参
金
の
全

額
を
結
婚
後
に
自
由
に
使
え
る
契
約
と
な
っ
て
い
た
。
返
還
の
義

務
が
定
め
ら
れ
て
い
た
一
八
六
件
に
お
い
て
も
、
ほ
と
ん
ど
の
場

合
、
返
還
義
務
が
生
じ
る
の
は
嫁
入
り
道
具
全
て
と
現
金
の
半
額

に
と
ど
ま
っ
た
（
半
額
の
返
還
が
一
三
〇
件
、
半
額
以
下
の
返
還

が
四
二
件
、
包
括
相
続
財
産
の
贈
与
に
対
し
て
自
由
裁
量
に
付
さ

れ
る
部
分
の
金
額
が
明
示
さ
れ
て
い
る
な
ど
割
合
が
不
明
な
も
の

が
六
件
）。
つ
ま
り
、
当
該
時
期
の
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
と
い
う
都
市

の
手
工
業
者
の
世
界
で
の
実
践
に
お
い
て
は
、
も
と
も
と
の
カ
タ

ル
ー
ニ
ャ
慣
習
法
で
の
、
で
き
る
か
ぎ
り
財
産
の
分
割
を
避
け
て

総
体
と
し
て
の
保
持
を
図
り
、
分
割
は
家
族
の
再
生
産
を
目
的
と

す
る
と
い
う
趣
旨
か
ら
次
第
に
離
れ
、
持
参
財
の
中
の
特
に
現
金

は
「
妻
が
新
し
い
家
庭
の
た
め
に
資
金
と
し
て
持
参
す
る
現
金
」

と
い
う
意
味
合
い
が
強
く
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
持
参
財

の
贈
与
者
（
多
く
の
場
合
に
父
親
）
か
ら
、
娘
に
多
く
の
自
由
裁
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量
権
を
与
え
る
形
で
財
産
の
分
与
が
な
さ
れ
て
い
る
の
は
、
結
婚

前
の
娘
の
家
業
へ
の
労
働
で
の
貢
献
、
あ
る
い
は
家
庭
外
で
の
奉

公
な
ど
に
よ
る
家
計
へ
の
寄
与
の
大
き
さ
を
反
映
し
て
い
る
と
考

え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
意
味
合
い
を
持
つ
と

き
、
運
用
権
が
夫
に
あ
る
と
は
言
え
、
妻
の
所
有
財
産
で
あ
る
持

参
金
の
使
用
に
関
し
て
、
妻
の
発
言
権
や
裁
量
の
働
く
範
囲
が
大

き
く
な
る
可
能
性
が
高
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
先
に
見
た
よ
う
に

中
小
規
模
の
工
房
で
家
業
の
運
営
に
妻
の
貢
献
が
大
き
か
っ
た
よ

う
な
場
合
に
は
、
尚
更
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
、

ど
の
よ
う
な
場
合
に
全
額
が
贈
与
さ
れ
た
か
と
い
う
規
則
性
は
見

当
た
ら
ず
、
ま
た
、
調
査
し
た
期
間
の
中
で
の
年
代
に
よ
る
顕
著

な
変
化
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
妻
の
持
参
金
は
独
立
し
て
工
房
を
経
営
す
る

よ
う
な
手
工
業
者
に
と
っ
て
は
非
常
に
大
き
な
額
で
あ
り
、
結
婚

に
お
い
て
も
重
視
さ
れ
て
い
た
。
夫
婦
別
財
産
制
で
あ
っ
た
カ
タ

ル
ー
ニ
ャ
に
お
い
て
、
妻
の
所
有
財
産
で
あ
る
持
参
金
は
夫
の
事

業
が
破
綻
し
た
際
に
も
取
り
立
て
の
対
象
に
は
な
ら
ず
、
最
終
的

に
妻
に
返
還
す
る
こ
と
が
保
証
さ
え
で
き
る
な
ら
ば
、
非
常
に
有

用
な
資
金
と
な
り
得
た
の
で
あ（
る
）
112

。
ハ
フ
タ
ー
は
、
こ
れ
ま
で
工

房
の
資
金
と
し
て
の
妻
の
持
参
金
の
重
要
性
は
強
調
さ
れ
て
も
、

そ
こ
に
介
在
す
る
妻
自
身
の
意
思
や
主
体
性
に
つ
い
て
は
注
意
が

払
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
指
摘
す（
る
）
113

。
本
稿
に
お
い
て
も
、
史
料

的
な
限
界
に
よ
り
、
実
際
に
結
婚
後
の
持
参
金
の
使
用
に
お
い
て
、

女
性
自
身
の
主
体
性
が
発
揮
さ
れ
る
可
能
性
が
ど
こ
ま
で
あ
っ
た

の
か
を
示
す
記
述
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
は
、

経
営
へ
の
出
資
や
現
金
の
貸
し
借
り
な
ど
の
際
の
契
約
文
書
に
調

査
対
象
を
広
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
実
際
に
経
営
に
投
資
さ
れ
た
り

借
金
の
返
済
に
使
用
さ
れ
た
り
し
た
事
例
を
探
し
、
そ
の
よ
う
な

場
合
の
個
人
の
結
婚
契
約
書
や
遺
言
書
等
の
史
料
と
の
交
差
を
し

て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
工
房
の
経
営
に
お
け
る
妻
の
持
参
金
の
重

要
性
と
、
出
資
に
お
け
る
女
性
の
主
体
性
の
有
無
に
つ
い
て
分
析

を
行
う
可
能
性
を
考
え
て
い
き
た
い
と
思
う
。

お
わ
り
に

　
「
遺
言
書
」
や
「
結
婚
契
約
書
」
な
ど
、
手
工
業
者
と
そ
の
家

族
の
人
生
の
重
要
な
機
会
に
作
成
さ
れ
る
私
的
文
書
を
見
て
い
く

こ
と
に
よ
り
、
当
該
時
期
の
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
の
絹
産
業
に
お
い
て
、

女
性
が
親
方
の
家
族
（
妻
・
寡
婦
・
娘
）
と
し
て
工
房
の
生
産
活

動
に
関
わ
っ
た
多
様
な
あ
り
方
、
そ
し
て
そ
の
重
要
性
を
示
す
こ

と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
結
婚
前
は
親
の
名
前
、
夫

の
生
前
は
夫
の
名
前
の
裏
に
隠
れ
、
ギ
ル
ド
史
料
や
徴
税
記
録
な

ど
に
は
ほ
と
ん
ど
現
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
ギ
ル
ド
社
会
に
お
け
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る
女
性
の
家
業
や
家
計
へ
の
貢
献
は
決
し
て
無
視
で
き
る
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
夫
の
死
後
に
相
続
人
あ
る
い
は
用
益
権
者
と
し
て

工
房
の
経
営
や
財
産
の
運
用
を
行
い
、
子
供
の
養
育
に
責
任
を
持

ち
、
と
き
に
相
続
の
決
定
権
を
持
つ
寡
婦
／
母
の
姿
か
ら
は
、
男

性
性
原
理
の
強
い
ギ
ル
ド
制
度
と
は
別
の
、
生
活
レ
ベ
ル
で
の
力

強
い
女
性
の
実
態
が
垣
間
見
え
る
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

　

女
性
の
人
生
の
キ
ャ
リ
ア
の
中
で
の
労
働
と
い
う
視
点
で
考
え

る
と
、
早
婚
の
ケ
ー
ス
は
少
な
く
、
結
婚
前
に
十
年
以
上
の
労
働

経
験
や
技
術
教
育
を
受
け
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
た
こ
と
も
わ
か

っ
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
親
か
ら
用
意
さ
れ
た
持
参
財
を
持
っ

て
若
く
し
て
嫁
に
行
き
、
労
働
市
場
に
は
参
入
し
な
い
と
い
う
、

「
地
中
海
型
」
結
婚
パ
タ
ー
ン
の
固
定
観
念
は
、
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ

に
つ
い
て
は
当
て
は
ま
ら
な
い
と
言
え
る
。
ま
た
、
こ
の
労
働
経

験
の
場
が
実
家
の
工
房
に
限
ら
れ
な
い
こ
と
も
示
す
こ
と
が
で
き

た
。
結
婚
前
に
自
ら
の
労
働
で
持
参
財
を
準
備
す
る
娘
た
ち
の
存

在
は
、
貧
困
層
に
は
今
回
の
分
析
結
果
よ
り
も
多
く
存
在
す
る
こ

と
が
予
想
さ
れ
、
女
性
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
の
中
で
の
労
働
と
い

う
テ
ー
マ
の
中
で
再
評
価
す
べ
き
テ
ー
マ
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ

れ
た
。
今
回
の
事
例
か
ら
見
た
よ
う
に
、
家
内
奉
公
が
ギ
ル
ド
社

会
の
外
部
の
女
性
に
と
っ
て
ギ
ル
ド
社
会
へ
の
入
り
口
と
な
り
う

る
の
で
あ
れ
ば
、
市
外
か
ら
多
く
の
流
入
人
口
を
受
け
入
れ
て
拡

大
し
て
い
た
当
該
時
期
の
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
に
お
い
て
、
若
年
女
性

の
流
入
と
労
働
市
場
を
、
製
造
業
に
お
け
る
生
産
活
動
に
ま
で
広

げ
て
検
討
す
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

　

同
様
に
、
妻
の
「
持
参
金
」
に
つ
い
て
も
、
慣
習
法
の
枠
組
み

に
反
し
て
完
全
贈
与
さ
れ
る
場
合
が
半
数
を
超
え
、
妻
の
固
有
財

産
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
夫
や
夫
の
父
の
工
房
の
経
営
の
資
金
と
し

て
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。
持

参
財
を
父
親
（
両
親
）
か
ら
贈
与
さ
れ
る
場
合
、
結
婚
前
の
実
家

で
の
労
働
に
対
す
る
報
酬
と
も
と
ら
え
ら
れ
、
結
婚
前
の
労
働
と

の
関
連
に
お
い
て
も
、
結
婚
後
の
女
性
の
主
体
性
と
の
関
連
に
お

い
て
も
、
女
性
を
主
体
に
お
い
た
再
考
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
確

認
さ
れ
た
。
妻
の
持
参
金
の
実
際
の
運
用
や
資
金
の
流
れ
を
見
る

た
め
に
は
、
今
回
扱
っ
た
史
料
に
は
限
界
が
あ
り
、
今
後
は
工
房

の
経
営
へ
の
出
資
や
現
金
の
貸
し
借
り
な
ど
の
際
の
契
約
文
書
に

調
査
対
象
を
広
げ
、
今
回
扱
っ
た
よ
う
な
史
料
と
の
交
差
を
考
え

て
い
き
た
い
。

　

ま
た
、
決
し
て
多
数
派
で
は
な
い
が
、
夫
か
ら
継
承
し
た
工
房
、

あ
る
い
は
自
分
の
店
な
ど
の
経
営
に
手
腕
を
発
揮
す
る
女
性
の
例

も
見
受
け
ら
れ
た
。
今
回
は
こ
れ
ら
の
事
例
を
、
絹
産
業
セ
ク

タ
ー
が
被
っ
た
経
済
危
機
や
制
度
的
な
改
革
と
の
関
連
で
十
分
に

考
察
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
危
機
や
変
化
の
時
代
で
あ

四
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れ
ば
こ
そ
の
新
た
な
事
業
展
開
の
可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
定

さ
れ
る
。
ま
た
反
対
に
、
経
営
に
失
敗
し
た
り
、
社
会
的
に
没
落

し
た
事
例
も
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
女
性
の
経
済
活
動

の
実
態
と
そ
の
中
で
発
揮
さ
れ
た
主
体
性
を
、
当
該
時
期
の
経
済

危
機
や
制
度
的
な
危
機
、
新
し
い
技
術
や
生
産
組
織
の
導
入
な
ど

と
い
っ
た
変
化
へ
の
対
応
と
関
連
づ
け
、
時
間
軸
と
状
況
の
変
化

と
の
関
係
に
お
い
て
考
察
し
て
い
く
こ
と
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
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カ
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製
品
の
ア
メ
リ
カ
植
民
地
市
場
で
の
販
売
が
、

一
七
七
八
年
の
自
由
貿
易
令
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
の
で
は
な
い
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
一
七
七
八
年
の
完
全
な
自
由
化
以
降
、

特
に
一
七
八
三
年
の
対
英
戦
争
終
結
後
に
、
中
小
規
模
の
製
造
業

者
を
含
め
た
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
人
に
と
っ
て
植
民
地
市
場
へ
の
ア
ク

セ
ス
が
容
易
に
な
っ
た
の
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。
そ
の

後
の
産
業
発
展
が
植
民
地
市
場
よ
り
も
む
し
ろ
国
内
市
場
や
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
市
場
に
よ
っ
た
の
は
、
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
産
業
全
般
に
つ
い
て

は
広
く
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
奢
侈
品
を
中
心
と
し
た

絹
産
業
に
と
っ
て
植
民
地
市
場
の
重
要
性
は
大
き
か
っ
た
。
特
に

植
民
地
向
け
生
産
が
主
力
で
あ
っ
た
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
の
ス
ト
ッ
キ

ン
グ
製
造
業
や
マ
ン
レ
ザ
の
絹
の
ス
カ
ー
フ
製
造
業
は
、
一
八
二

〇
年
代
の
植
民
地
独
立
と
と
も
に
ほ
と
ん
ど
消
滅
し
た
。
同
様
に
、

半
島
随
一
の
生
産
規
模
を
誇
っ
た
バ
レ
ン
シ
ア
の
絹
織
物
業
も
、

一
七
八
五
年
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
会
社
の
設
立
と
植
民
地
へ
の
ア
ジ
ア

の
絹
の
流
入
に
よ
り
壊
滅
的
な
打
撃
を
受
け
た
。
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ

産
業
と
自
由
貿
易
に
つ
い
て
は
多
く
の
研
究
が
あ
る
が
、
中
で
も

以
下
を
参
照
：Fontana,J.,Bernal,A

.M
.,

（etal.

）（1987

）,
E
l com

ercio libre entre E
spaña y A

m
érica Latina, 1765-

1824,M
adrid,F

undaciónB
ancoE

xterior;G
arcía

B
aqueroG

onzález,A
.

（1972

）,

“Com
erciocolonialy

producciónindustrialenCataluñaafinalesdelsiglo
X
V
III

”,enN
adal,J.yT

ortella,G.

（eds.

）,A
gricultura, 

com
ercio colonial y crecim

iento económ
ico en la E

spaña 
contem

poránea,Barcelona,A
riel,pp.268-294;D

elgado
Ribas,J.M

.

（2007

）,D
inám

icas im
periales 

（1650-1796

）: 
E
spaña, A

m
érica y E

uropa en el cam
bio institucional del 

sistem
a colonial español,Barcelona,EdicionesBellaterra;

ídem
.

（et.al

）（1986

）,E
l com

erç entre C
atalunya i 

A
m
èrica. Segles X

V
III i X

IX
, B

arcelona, L
ʼA

venç; 
M
artínez Shaw

, C. 

（1981

）, Cataluña en la Carrera de 
Indias （1680-1756

）,Barcelona,Crítica;V
allsJunyent,F.

（2003

）:La Catalunya atlàntica. A
iguardent i teixits a 

lʼarrencada industrial catalana,V
ic,Eum

o;V
ilar,P.

（1986

）,Catalunya dins lʼE
spanya M

oderna, vol. IV
: La 

form
ació del capital com

ercial,Barcelona,Edicions62,
pp.390-424;

奥
野
良
知
（
二
〇
一
四
）「
十
八
世
紀
カ
タ
ル
ー
ニ

ャ
綿
業
に
お
け
る
「
自
由
貿
易
」
規
則
（
一
七
七
八
年
）
以
前
の

亜
麻
布
捺
染
に
つ
い
て
の
一
考
察
」『
愛
知
県
立
大
学
外
国
語
学
部

紀
要
」
第
四
六
号;

立
石
博
高
（
一
九
八
九
）「「
自
由
貿
易
」
規

則
（
一
七
七
八
年
）
と
ス
ペ
イ
ン
経
済
」『
地
中
海
論
集
』、
十
二

号
、
六
三
―
七
一
頁
。

　

絹
産
業
と
ア
メ
リ
カ
植
民
地
交
易
に
つ
い
て
は
、M

únozN
a

varro,D
.

（2017

）,

“Lasedaenelcom
erciocoloniales

pañoldurantelasegundam
itaddelsigloX

V
III

”,en



産
業
化
以
前
の
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
に
お
け
る
家
業
と
女
性
（
一
七
七
〇
―
一
八
二
〇
）

）

一
〇
五　
（
四
一
九

FranchBenavent,R.yN
avarroEspinach,G.

（coords.

）,
Las rutas de la seda en la historia de E

spaña y Portugal,
V
alència,U

niversitatdeV
alència,pp.275-311.

バ
レ
ン
シ

ア
の
絹
織
物
産
業
へ
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
会
社
創
設
の
打
撃
に
つ
い
て

は
、FranchBenavent,R.（2000

）,La sedería valenciana y 
el reform

ism
o borbónico,V

alència,InstitutoA
lfonsel

M
agnànim

,pp.118-120.

カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
絹
織
物
業
の
危
機
と

そ
の
対
応
に
つ
い
て
は
、Solà,A

.,FerrerA
lós,Ll.,V

irós,Ll.
andY

am
am

ichi,Y
.

（2020

）,

“Silktextiles,crisisandadap
tativestrategiesinCatalonia,1770-1850s

（Barcelona
andM

anresa

）”,Continuity and Change,35-1,pp.53-74.

（
6
）　

バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
の
産
業
化
へ
の
絹
産
業
の
寄
与
に
つ
い
て
、
山

道
佳
子
（
二
〇
一
四
）「
ギ
ル
ド
社
会
に
お
け
る
職
業
と
家
族
―
産

業
革
命
前
夜
の
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
に
お
け
る
絹
産
業
（
一
七
七
〇
―

一
八
一
七
）―
」『
ス
ペ
イ
ン
史
研
究
』
二
八
号
、
六
四
―
六
五
頁

お
よ
び
注
12
、
奥
野
良
知
（
二
〇
〇
八
）『
世
界
歴
史
大
系　

ス
ペ

イ
ン
史
』
第
一
巻
、
四
二
六
頁；

T
hom

son,J.K
.J.

（1992

）,A
 

D
istinctive Industrialization. Cotton in Barcelona 1728-

1832,Cam
bridgeU

niversityPress

（
特
にpp.148-160
）.

（
7
）　

絹
産
業
の
七
つ
の
ギ
ル
ド
に
つ
い
て
、
山
道
（
二
〇
一
四
）、

六
五
―
六
七
頁
。

（
8
）　Rom

eroM
arín,J.

（2005

）,La construcción de la cul
tura de oficio durante la industrialización, Barcelona, 
1814-1860,Barcelona,U

niversitatdeBarcelona/Icaria.

（
9
）　V

icente（1996

）.

（
10
）　

ロ
メ
ロ
に
よ
れ
ば
こ
れ
ら
の
王
令
の
実
施
は
地
方
当
局
に
任
さ

れ
、
一
律
に
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
。
王
権
に
よ
る
特
権
工
場
で
は
、

以
前
か
ら
家
内
労
働
を
含
め
て
多
く
の
女
性
労
働
力
が
使
わ
れ
て

い
た
こ
と
も
無
視
で
き
な
い
。Rom

eroM
arín,J.

（2010

）,

“Es
tado,trabajadoresyem

pleofem
eninoenlosorígenesde

laindustriaenlaEspañacontem
poránea

”,M
élanges de 

la Casa de V
elázquez, 40-2: E

l trabajo de las m
ujeres en 

E
spaña 

（desde la A
ntigüedad al siglo X

IX

）,pp.95-115.

ま
た
、
Ｐ
・
モ
ラ
ス
に
よ
れ
ば
、
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
の
絹
産
業
の
有

力
な
親
方
た
ち
は
以
前
か
ら
女
性
を
雇
用
し
て
お
り
、
そ
れ
が
暗

黙
の
了
解
と
し
て
許
容
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
彼
の
女
性
の
労
働

に
関
す
る
記
述
は
出
典
が
明
ら
か
で
な
い
箇
所
も
多
く
、
検
証
が

難
し
い
。M

olas,P.

（1970

）,Los grem
ios barceloneses del 

siglo X
V
III,M

adrid,ConfederaciónEspañoladeCajas
deA

horro,pp.433,502,512,522-523,531.

（
11
）　

十
八
世
紀
ス
ペ
イ
ン
の
啓
蒙
思
想
に
お
け
る
女
性
の
労
働
の
あ

る
べ
き
姿
に
つ
い
て
の
議
論
に
つ
い
て
、Sarasúa,C.

（1996

）,

“Unm
undodem

ujeresyhom
bres

”,enV
ida cotidiana 

en tiem
pos de G

oya,Luw
erg,pp.65-72;FernándezQ

uin
tanilla,P.

（1981

）,La m
ujer ilustrada en la E

paña del 
siglo 18,M

adrid,M
inisteriodeCultura.

（
12
）　

絹
産
業
の
中
で
「
女
性
の
仕
事
」
と
考
え
ら
れ
て
い
た
繭
か
ら

の
糸
繰
り
に
つ
い
て
は
、
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
に
は
養
蚕
業
が
ほ
と
ん

ど
存
在
せ
ず
、
生
糸
を
主
に
バ
レ
ン
シ
ア
や
ア
ラ
ゴ
ン
か
ら
購
入

し
て
い
た
た
め
、
こ
こ
で
は
想
定
し
て
い
な
い
。
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
絹
産
業
に
お
け
る
女
性
の
労
働
に
つ
い
て
、Bellavitis

（2018
）,pp.197-208.



史
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（
13
）　

Ｄ
・
Ｍ
・
ハ
フ
タ
ー
（
編
）
の
以
下
の
論
文
集
は
、
女
性
に
よ

っ
て
担
わ
れ
た
労
働
の
中
に
は
技
術
や
熟
練
を
要
す
る
も
の
が
多

く
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
、
そ
れ
ら
が
「
非
熟
練
」
で
「
補
助
的
」

な
労
働
で
あ
る
か
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
た
の
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規

範
に
よ
り
、
低
賃
金
で
働
く
の
が
当
然
だ
と
考
え
ら
れ
た
た
め
で

あ
る
と
す
る
。
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
編
者
に
よ
る

リ
ヨ
ン
の
絹
産
業
の
考
察
に
加
え
、
モ
ン
ペ
リ
エ
の
（
染
料
・
医

薬
品
向
け
の
）
緑
青
生
産
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
リ
ネ
ン
生
産
、

ル
・
ピ
ュ
イ
の
レ
ー
ス
編
み
産
業
、
ロ
レ
ー
ヌ
の
手
刺
繍
産
業
な

ど
で
あ
る
。H

after,D
.M

.
（ed.

）（1995

）,E
uropean W

om
en 

and the Preindustrial Craft,Bloom
ington,IndianaU

niv.
Press.

（
14
）　W

isner,M
.E.

（1986

）,W
orking W

om
en in R

enais
sance G

erm
any, N

ew
Brunsw

ick,RutgersU
niversity

Press;O
gilvie,S.

（2003

）,A
 Bitter Living: w

om
en m

ar
kets and social capital in E

arly M
odern G

erm
any,O

x
fordU

niversityPress;ídem
.

（2004

）,

“How
D

oesSocial
CapitalA

ffectW
om

en?GuildandCom
m
unitiesinEarly

M
odernGerm

any

”,A
m
erican H

istorical R
eview

,109-2,
pp.325-359.

（
15
）　

デ
ー
ヴ
ィ
ス
は
女
性
が
家
業
に
活
発
に
参
加
し
て
い
た
こ
と
を

指
摘
し
て
、
既
婚
女
性
を
「
無
報
酬
の
職
人
」
と
呼
び
、
寡
婦
が

亡
夫
の
工
房
の
経
営
を
引
き
継
げ
た
の
は
常
に
共
に
働
い
て
い
た

た
め
だ
と
述
べ
た
。D

avis,N
.Z.

（1982

）,

“Wom
eninthe

CraftsinSixteenthCenturyLyon

”,Fem
inist Studies,8-1,

pp.46-80.

（H
anaw

alt,B.

（ed.

）（1986

）,W
om

en and w
ork 

in preindustrial E
urope,Bloom

ington,IndianaU
niversity

Press,pp.167-197

に
再
録
。）

（
16
）　Crow

ston,C.H
.

（2001

）,Fabricating W
om

en. T
he 

seam
stresses of O

ld R
egim

e France, 1675-1791,D
uke

U
niversityPress,chapters6-7;Loats,C.L.（1997

）,

“Gen
der,Guilds,andW

orkIdentitiy:Perspectivesfrom
Six

teenthCenturyParis

”,French H
istorical Studies,20-1,

pp.15-30.

（
17
）　H

after,D
.M

.,

“Fem
aleM

astersintheRibbonm
aking

GuildofEighteenthCenturyRouen

”,French H
istorical 

Studies,20-1,pp.1-14.

（
18
）　M

usgrave,E.

（1997

）,

“Wom
enandtheCraftinEigh

teenthCenturyN
antes

”,inCrossick,G.

（ed.

）,T
he A

rti
san and the E

uropean T
ow

n, 1500-1900,A
ldershot,

ScholarPress,pp.151-171.

（
19
）　H

after,D
.M

.

（1995

）,

“Wom
enW

hoW
oveinthe

EighteenthCenturySilkIndustryofLyon

”,inH
after,D

.
M
.

（ed.

）（1995

）,pp.42-64;ídem
.

（2001

）,

“Wom
eninthe

U
ndergroundBusinessofEighteenthCenturyLyon

”,
E
nterprise and Society,2-1,pp.11-40.

（
20
）　Crow

ston,C.H
.

（2008

）,

“Wom
en,Gender,andGuild

inEarlyM
odernEurope:A

nO
verview

ofRecentRe
search

”,inLucassen,J.,D
eM

oor,T
.andvanZanden,J.

L.
（eds.

）,T
he R

eturn of the G
uilds,

（InternationslRe
view

ofSocialH
istorySupplem

ents

）,Cam
bridgeU

niver
sityPress,pp.19-44.

同
論
文
は
ギ
ル
ド
社
会
に
お
け
る
女
性



産
業
化
以
前
の
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
に
お
け
る
家
業
と
女
性
（
一
七
七
〇
―
一
八
二
〇
）

）

一
〇
七　
（
四
二
一

の
労
働
の
研
究
史
に
つ
い
て
の
有
用
な
ま
と
め
で
あ
る
。

（
21
）　Sim

onton,D
.andM

ontenach,A
.

（2013

）,Fem
ale 

A
gency in the U

rban E
conom

y. G
ender in E

uropean 
T
ow

ns, 1640-1830, N
ew

Y
ork/London,Routledge.

（
22
）　

女
性
の
労
働
と
「
家
計
」
と
い
う
視
点
に
つ
い
て
は
、H

after,
D
.M

.&
K

ushner,N
.（eds.

）（2015

）,W
om

en and W
ork in 

E
ighteenth C

entury France,BatonRouge,Louisiana
StateU

niversityPress,pp.4-9.

家
内
労
働
へ
の
新
た
な
視
点
に

つ
い
て
は
、Sarti,R.,Bellavitis,A

.andM
artini,M

.

（eds.

）

（2018

）,W
hat is W

ork? G
ender at the C

rossroads of 
H
om

e, Fam
ily, and Business from

 the E
arly M

odern to 
the Present,BerghahnBooks,N

ew
Y

ork/O
xford.

無
償
労

働
へ
の
評
価
に
つ
い
て
は
、T

he H
istory of the Fam

ily,19-3:

“Household,fam
ilyw

orkshopsandunpaidm
arketw

ork
inEuropefrom

the16thcenturytothepresent

”（2014

）.

（
23
）　

ハ
フ
タ
ー
に
よ
れ
ば
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
前
の
都
市
で
の
職
業

へ
の
既
婚
女
性
の
貢
献
は
、
最
も
調
査
が
難
し
い
フ
ィ
ー
ル
ド
の

ひ
と
つ
で
あ
る
」。H
afler（1995

）,p.43.

（
24
）　CavalloS.

（2007

）,A
rtisans of the body in early m

o
dern Italy, Identities, fam

ilies and m
asculinities,M

an
chesterU

niversityPress,p.176;ídem
.andW

arner,L.

（eds.

）（1999

）,W
idow

hood in M
edieval and E

arly M
o

dern E
urope,Longm

an,

“Introduction

”.

寡
婦
の
経
済
的
脆

弱
性
と
そ
の
経
済
活
動
に
関
す
る
先
行
研
究
に
つ
い
て
は
、T

he 
H
istory of the Fam

ily,12-4:

“Brokenfam
ilies:Eonom

ic
resourcesandsocialnetw

orksofw
om

enw
hoheadfam

i

lies

”（2007

）,pp.224-226

（vanderH
eiden,M

.,Schm
idt,

A
.andW

all,eds.

）.

（
25
）　

例
え
ば
、Continuity and Change,23-2:

“Partenersin
business?Spousalcooperationintradesinearlym

odern
EnglandandtheD

utchRepublic

”（2008

）.

編
者
ら
は
「
寡

婦
が
亡
夫
の
仕
事
を
難
な
く
引
き
継
ぐ
の
は
ビ
ジ
ネ
ス
に
お
い
て

夫
婦
間
の
協
力
が
あ
っ
た
か
ら
」
と
い
う
言
説
は
、
夫
か
ら
独
立

し
た
妻
の
経
済
活
動
を
正
当
に
評
価
し
な
い
（ibid.,p.210

）
と

批
判
し
、
オ
ラ
ン
ダ
の
食
品
市
場
で
夫
婦
が
近
接
し
た
分
野
で
働

き
つ
つ
も
、
妻
が
独
立
し
た
キ
ャ
リ
ア
を
形
成
す
る
事
例
や

（V
andenH

euvel,D
.,

“Partnersinm
arriageandbusi

ness?Guildsandthefam
ilyeconom

yinurbanfoodm
ar

ketsintheD
uthcRepublic

”,ibid.,pp.217-236

）、
織
布
工

と
し
て
働
く
夫
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
化
す
る
と
、
妻
は
夫
か
ら

独
立
し
て
賃
金
収
入
を
得
る
た
め
紡
糸
の
仕
事
を
す
る
こ
と
を
示

す
（V

anN
ederveenM

eerkerk,E.,

“Couplescooperating?
D
utchtextilew

orkers,fam
ilylabourandtheʻindustrious

revolutionʼ,c.1600-1800

”,ibid.,pp.237-266

）。

（
26
）　M

artiniandBellavitis（2014

）,p.273.

（
27
）　D

eM
oor,T

.andvanZanden,J.L.

（2010

）,

“Girl
Pow

er.theEuropeanm
arriagepatternandlabourm

ar
ketsintheN

orthSearegioninthelatem
edievaland

earlym
odernperiod

”,T
he E

conom
ic H

istory R
eview

,
63-1,pp.1-33.

（
28
）　ZuccaM

icheletto,B
.

（2011

）,

“Reconsideringthe
SouthernEuropeM

odel:D
ow

ry,w
om

enʼsw
orkand
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m
arriagepatternsinpreindustrialurbanItaly

（T
urin,

secondhalfofthe18thcentury

）”,T
he H

istory of the 
Fam

ily,16-4,pp.354-370;ídem
.

（2014

）,

“Onlyunpaidla
bourforce?W

om
enʼsandgirlʼsw

orkandpropertyin
fam

ilybusinessinearlym
odernItaly

”,T
he H

istory of 
the Fam

ily,19-3,pp.323-340.

（
29
）　H

um
phries,J.andSarasúa,C.（2012

）,

“Offtherecord:
Reconstructingw

om
enʼsLaborforceparticipationinthe

Europeanpast

”,Fem
inist E

conom
ics,18-4,pp.39-67.

（
30
）　

例
え
ば
、V

anN
ederveenM

eerkerk

（2008

）;Schm
idt,

A
.（2014

）,

“Theprofitsofunpaidw
ork.ʻA

ssistinglabourʼ
ofw

om
enintheearlym

odernurbanD
utcheconom

y

”,
T
he H

istory of the Fam
ily,19-3,pp.301-322;ZuccaM

i
cheletto,B.

（2013

）,

“ReconsideringW
om

enʼslaborforce
participationratesineighteenthcenturyT

urin

”,Fem
i

nist E
conom

ics,19-4,pp.200-223.

女
性
史
の
史
料
と
し
て
の

セ
ン
サ
ス
や
徴
税
記
録
の
利
用
に
つ
い
て
、Bellavitis
（2018

）,
pp.31-41.

（
31
）　

例
え
ば
、M

ontenach,A
.

（2013

）,

“LegalT
radeandBlach

M
arkets.FoorT

radesinLyonintheLateSeventeenth
andEarlyEighteenthCenturies

”,inSim
onton&

M
onte

nach（2013

）,pp.17-34.

（
32
）　

例
え
ば
、M

elish,J.D
.

（2015

）,

“ThePow
erofW

ives.
M
anagingM

oneyandM
enintheFam

ilyBusinessesof
O
ldRegim

eParis

”,inH
afterandK

ushner（eds.

）（2015

）,
pp.77-90.

（
33
）　

例
え
ば
、Schm

idt,A
.（2007

）,

“Survivalstrategiesofw
id

ow
sandtheirfam

iliesinearlym
odernH

olland,c.1580-
1750

”,T
he H

istory of the Fam
ily,12-4,pp.268-281.

（
34
）　

例
え
ば
、Erickson,A

.L.（2008

）,

“Marriedw
om

enʼsoc
cupationsineighteenthcenturyLondon

”,Continuity and 
Change,23-2,pp.267-307.

（
35
）　

例
え
ば
、Fridrich,A

.C.

（2013

）,

“Wom
enW

orkingin
GuildCrafts:Fem

aleStrategiesinEarlyM
odernU

rban
Econom

ies

”,inSim
ontonandM

ontenach

（2013

）,pp.
134-150.

（
36
）　

例
え
ば
、Palm

er,J.L.

（2015

）,

“Wom
enandcontracts

intheageoftransatlanticcom
m
erce

”,inH
afterand

K
ushner（2015

）,pp.130-151.

（
37
）　H

after（1995

）.

（
38
）　Crow

ston（2001

）,chapter6.

（
39
）　

例
え
ば
、Schm

idt,A
.

（2010

）,

“Generousprovisionsor
legitim

ateshares?W
idow

sandthetransferofproperty
in17thcenturyH

olland

”,T
he H

istory of the Fam
ily,

15-1,pp.13-24.

（
40
）　

例
え
ば
、W

hittle,J.（2014

）,

“Enterprisingw
idow

sand
activew

ives:w
om

enʼsunpaidw
orkinthehousehold

econom
yofearlym

odernEngland

”,T
he H

istory of the 
Fam

ily,19-3,pp.283-300.
（
41
）　M

artiniandBellavitis（2014

）,p.274

（
42
）　Castañeda,L.

（1984

）,N
iveles de vida m

aterial en 
Barcelona a finales del sg. X

V
III.

（M
em

oriadelicencia



産
業
化
以
前
の
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
に
お
け
る
家
業
と
女
性
（
一
七
七
〇
―
一
八
二
〇
）

）

一
〇
九　
（
四
二
三

tura

）,U
niversitatA

utònom
adeBarcelona,p.18.

（
43
）　
「
遺
言
書
」
と
「
死
後
財
産
目
録
」
に
つ
い
て
は
絹
産
業
の
親

方
・
職
人
と
そ
の
妻
・
寡
婦
の
文
書
を
、「
結
婚
契
約
書
」
に
つ
い

て
は
新
郎
あ
る
い
は
新
郎
新
婦
の
父
親
の
ど
ち
ら
か
が
絹
産
業
の

親
方
・
職
人
で
あ
る
場
合
の
文
書
を
収
集
し
た
。「
遺
言
書
」
に
つ

い
て
調
査
し
た
公
証
人
等
に
つ
い
て
は
、
山
道
（
二
〇
一
四
）
注

25
。「
結
婚
契
約
書
」
に
つ
い
て
調
査
し
た
公
証
人
の
名
前
と
史
料

の
参
照
番
号
（
期
間
）
は
以
下
の
通
り
：Ponsico:1036/24-29

（1770-1787

）;M
adriguera:1085/4-27

（1778-1796

）;A
rti

gas:1086/10-32

（1773-1797

）,Sanjoan:1092/22-24

（1774-1803

）;Constansó:1097/33-39

（1802-1808

）;O
liva

V
iloca:1106/1-9

（1771-1779
）;PlanaFontana:1113/17-

19

（1790-1792

）;Sayrols:1114/10-34

（1784-1808

）;M
o

relló:1117/3-29

（1778-1817

）;Ferrús:1121/27-34

（1779-
1804

）;E
liasiB

osc:1123/1-35

（1777-1816

）;Portell:
1142/35-48（1790-1816

）;Com
ellas:1146/13（1812

）;Catá:
1179/1-13（1802-1816

）.

（
44
）　

ギ
ル
ド
ご
と
に
申
告
さ
れ
て
い
る
親
方
・
職
人
の
数
は
徴
税
史

料
に
よ
っ
て
わ
か
る
が
、
過
少
申
告
が
一
般
化
し
て
お
り
全
く
信

頼
で
き
な
い
。
山
道
佳
子
（
二
〇
一
七
）「「
ギ
ル
ド
の
再
評
価
」

と
徒
弟
制
度
―
産
業
革
命
前
夜
の
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
に
お
け
る
絹
産

業
（
一
七
七
九
年
―
一
八
三
四
年
）
を
一
例
と
し
て
―
」『
史
学
』

八
七
巻
、
一
・
二
号
、
一
〇
九
頁
【
表
１
】
参
照
。

（
45
）　

山
道
（
二
〇
一
四
）
お
よ
びY

am
am

ichi,Y
.（2014

）,

“Trans
m
isióndeloficioyfam

iliaenelm
undogrem

ial.Los
sederosdeBarcelona,1770-1817

”,E
studis H

istòrics i 

D
ocum

ents dels A
rxius de Protocols,X

X
X
I.

（
46
）　Y
am

am
ichiySolà（2018a

）;Y
am

am
ichiySolà（2018b

）,

“Matrim
onioyoficioenlasfam

iliasartesanasdeBarce
lona,1770-1817

”,IV
 Congreso Internacional R

ed de estu
dios de fam

ilia 

（R
E
FM

U
R

）,U
niversidaddeCartagena

（CartagenadeIndias,Colom
bia

）,23-24deagosto2018

（https://w
w
w
.researchgate.net/publication/338503229_

M
atrim

onio_y_oficio_en_las_fam
ilias_artesanas_de_

Barcelona_17701817

）;Yam
am

ichiySolà（2019

）,

“Migración,
géneroym

atrim
onioenlasfam

iliasartesanasdeBarce
lona,1770-1817

”,X
II Congreso de D

em
ografía H

istórica,
U
niversidadedoPorto,4-7deseptiem

bre2019

（
口
頭
発

表
未
刊
行
）。
共
同
研
究
に
お
け
る
成
果
に
つ
い
て
は
こ
れ
ら
の
論

稿
を
出
典
と
し
て
示
す
。

（
47
）　

山
道
（
二
〇
一
四
）、
お
よ
び
同
（
二
〇
一
〇
）「
十
八
世
紀
後

半
の
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
「
バ
ロ
ッ
ク
的
信
仰
」
と
「
脱
キ
リ
ス

ト
教
化
」
の
再
検
討
―
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
市
の
職
人
と
そ
の
妻
た
ち

の
遺
言
書
か
ら
―
」『
史
潮
』
六
八
号
。

（
48
）　PérezM

olina,I.

（1997

）,Las m
ujeres ante la ley en la 

Cataluña m
oderna,U

niversidaddeGranada,pp.289-
290.

Ｊ
・
ト
ー
ラ
ス
ら
に
よ
れ
ば
一
六
八
六
年
か
ら
九
〇
年
の
イ

グ
ア
ラ
ー
ダ
で
は
九
七
％
の
場
合
に
結
婚
契
約
書
が
作
成
さ
れ
た

が
（T

orras,J.,D
urán,M

.yT
orraFernández,L.

（1999

）,
“Elajuardelanovia.Elconsum

odetejidosenloscon
tratosm

atrim
onialesdeunalocalidadcatalana,1600-

1800
”,enT

orras,JyY
un,B.（dirs.

）,Consum
o, condiciones 



史
　
　
　
学
　
第
八
九
巻
　
第
四
号

）

一
一
〇　
（
四
二
四

de vida y com
ercialización: Cataluña y Castilla, siglos 

X
V
II-X

IX
,V

alladolid,JuntadeCastillayLeón,p.63.

）、

Ｊ
・
マ
ル
フ
ァ
ニ
ー
に
よ
れ
ば
十
八
世
紀
の
過
程
で
作
成
率
は
減

少
し
、
結
婚
時
に
結
婚
契
約
書
を
作
成
済
み
で
あ
る
割
合
は
一
七

五
〇
年
代
に
ほ
ぼ
五
十
％
に
、
一
八
二
〇
年
に
は
二
十
％
に
ま
で

減
少
す
る
（
し
か
し
こ
れ
は
宗
教
的
な
結
婚
の
前
に
契
約
書
を
作

成
し
た
も
の
の
割
合
で
あ
り
、
事
後
に
作
成
さ
れ
た
場
合
を
含
ま

な
い
）。
マ
ル
フ
ァ
ニ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
作
成
率
が
減
少
す

る
と
、
作
成
者
は
財
産
の
あ
る
富
裕
層
に
傾
斜
す
る
傾
向
が
あ
る

た
め
、
代
表
制
の
問
題
が
浮
上
す
る
。M

arfany,J.（2010

）,

“Els
canvisenelcostum

:IgualadaenelsigleX
V
III

”,enRos
M
assana,R.

（ed.

）,E
ls Capítols M

atrim
onials. U

na font 
per a la història social,Girona,D

iputaciódeGirona,pp.
105-113.

（
49
）　

カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
に
お
け
る
「
結
婚
契
約
書
」
の
特
徴
に
つ
い
て
、

RosM
assana,R.（ed.

）（2010

）.

（
50
）　

以
下
、
女
性
が
結
婚
時
に
持
参
す
る
財
産
の
総
体
を
「
持
参

財
」、
そ
の
中
の
現
金
部
分
を
「
持
参
金
」
と
呼
び
分
け
る
。
な
お
、

結
婚
契
約
書
は
必
ず
し
も
結
婚
と
同
時
（
事
前
）
に
作
成
さ
れ
る

の
で
は
な
い
が
、
便
宜
的
に
こ
こ
で
は
新
郎
新
婦
と
記
す
。

（
51
）　

絹
産
業
者
の
妻
お
よ
び
寡
婦
の
「
遺
言
書
」
に
よ
れ
ば
、
同
業

者
の
娘
は
十
三･

六
％
に
留
ま
り
（
山
道
、
二
〇
一
四
、
七
一
―
七
三

頁
）、
絹
産
業
者
を
新
郎
と
す
る
二
二
九
件
の
「
結
婚
契
約
書
」
を

対
象
と
し
た
共
同
研
究
に
よ
る
調
査
で
は
、
新
婦
の
父
が
新
郎
と

同
業
だ
っ
た
割
合
は
十
一
・
七
九
％
、
絹
産
業
に
関
わ
る
職
人
だ
っ

た
割
合
は
二
四
・
八
九
％
だ
っ
た
。Y

am
am

ichiySolà（2018a

）,

pp.168-169.

（
52
）　Cavallo

（2007

）,p.162;Rom
ero

（2005

）,p.256.

同
様
の

説
明
は
、H

ufton,O
.

（1995

）,T
he Prospect Before H

er: A
 

H
istory of W

om
en in W

estern E
urope 1500-1800,Lon

don,H
arperCollins,pp.94-95.

（
53
）　D

eM
oorandvanZanden

（2010

）.

ヘ
イ
ナ
ル
に
よ
れ
ば

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
型
結
婚
形
態
」
で
は
男
女
共
に
晩
婚
で
、
十
五
―
十

八
歳
で
生
家
を
離
れ
て
徒
弟
や
家
内
奉
公
な
ど
に
出
る
。
家
族
形

態
は
核
家
族
が
多
く
、
経
済
的
困
難
に
よ
り
男
女
共
に
独
身
率
が

高
い
（
十
―
二
十
％
）。
ジ
ョ
ン
・
ヘ
イ
ナ
ル
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
型
結

婚
形
態
の
起
源
」「
前
工
業
期
に
お
け
る
二
つ
の
世
帯
形
成
シ
ス
テ

ム
」
と
も
に
、
速
水
融
編
『
歴
史
人
口
学
と
家
族
史
』
藤
原
書
店
、

二
〇
〇
三
年
所
収
。

（
54
）　ZuccaM

icheletto（2011

）;ídem
.（2014

）.

（
55
）　

新
婦
が
二
五
歳
未
満
の
場
合
に
文
書
に
記
載
が
あ
る
の
は
、
契

約
主
体
と
し
て
の
責
任
能
力
と
の
関
係
で
あ
り
、「
二
五
歳
未
満
で

は
あ
る
が
十
八
歳
以
上
で
あ
り
、
以
上
の
内
容
に
合
意
す
る
」
と

書
か
れ
て
い
た
場
合
に
十
八
歳
で
あ
る
と
推
定
し
た
。
対
象
と
し

た
公
証
人
はPlanaiFontana,Sayrols,M

orelló,Ferrús,
EliasiBosc,Portell

の
六
人
で
あ
る
。

（
56
）　

三
百
リ
ウ
ラ
と
い
う
金
額
に
つ
い
て
、
Ｐ
・
ヴ
ィ
ラ
ー
ル
に
よ

れ
ば
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
総
合
施
療
院
の
記
録
に
よ
る
建
設
業
親
方
の

日
当
（
一
七
七
〇
年
頃
）
が
十
四
ソ
ウ
（
〇
・
七
リ
ウ
ラ
）、
職
人

の
日
当
（
同
）
が
十
二
ソ
ウ
（
〇
・
六
リ
ウ
ラ
）
な
の
で
、
年
間
に

百
八
十
日
働
い
た
と
し
て
年
収
は
親
方
で
一
二
六
リ
ウ
ラ
、
職
人

で
一
〇
八
リ
ウ
ラ
程
度
と
計
算
で
き
る
。
し
か
し
同
時
に
ヴ
ィ



産
業
化
以
前
の
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
に
お
け
る
家
業
と
女
性
（
一
七
七
〇
―
一
八
二
〇
）

）

一
一
一　
（
四
二
五

ラ
ー
ル
は
、
十
八
世
紀
初
め
か
ら
七
四
年
頃
ま
で
ほ
ぼ
一
定
だ
っ

た
建
設
業
の
賃
金
が
そ
れ
以
降
急
激
に
上
昇
し
、
一
七
九
八
年
に

は
ほ
ぼ
二
倍
に
な
る
こ
と
も
指
摘
す
る
。
こ
の
賃
金
の
急
騰
は
マ

ド
リ
ー
ド
で
は
起
き
て
い
な
い
。V

ilar,P.

（2001

）,

“Transfor
m
acioneseconóm

icas,im
pulsourbanoym

ovim
ientode

lossalarios:LaBarcelonadelsigloX
V
III

”,enC
reci

m
iento y desarrollo,Barcelona,Crítica,pp.162-196.

賃
金

の
よ
り
グ
ロ
ー
バ
ル
な
デ
ー
タ
は
、Feliu,G.

（1991

）,Precios 
y salarios en la Cataluña m

oderna, vol. II: Com
bustibles, 

productos m
anufacturados y salarios,M

adrid,Bancode
España.

を
参
照
（
た
だ
し
十
八
世
紀
後
半
に
関
す
る
ヴ
ィ
ラ
ー

ル
の
デ
ー
タ
は
踏
襲
さ
れ
て
い
る
）。
な
お
、
ベ
ー
ル
織
り
職
人
の

場
合
、
親
方
資
格
取
得
時
の
ギ
ル
ド
へ
の
納
入
金
が
百
リ
ウ
ラ

（
親
方
の
息
子
・
娘
婿
以
外
）
か
か
り
、
工
房
を
開
業
す
る
に
は
最

低
で
も
三
五
〇
リ
ウ
ラ
程
度
が
必
要
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

Y
am

am
ichiySolà（2018a

）,p.173.

（
57
）　A

H
PB,EliasiBosc,1123/14:351-353v.

新
婦
の
「
持
参

財
」
に
対
す
る
新
郎
側
か
ら
の
「
増
額
」
贈
与
に
つ
い
て
は
、
第

五
章
（
一
）
で
詳
述
す
る
。

（
58
）　

ア
ス
テ
バ
の
「
死
後
財
産
目
録
」
か
ら
は
、
親
方
資
格
を
持
た

な
い
職
人
と
は
言
っ
て
も
田
舎
に
資
産
を
持
つ
夫
婦
の
余
裕
の
あ

る
暮
ら
し
が
わ
か
る
。A

H
PB,EliasiBosc,1123/42:276v- 

282v.

（
59
）　A

H
PB,EliasiBosc,1123/21:259-262.

（
60
）　A

H
PB,EliasiBosc,1123/42:266-274;69v-71v.

結
婚

後
や
財
産
相
続
後
な
ど
に
、
夫
婦
が
健
康
な
状
態
で
そ
ろ
っ
て
遺

言
を
遺
し
て
お
く
こ
と
は
珍
し
く
な
か
っ
た
。

（
61
）　A
H
PB,EliasiBosc,1123/46:381-386.

ア
ン
ト
ン
の
死

後
財
産
目
録
に
は
子
供
用
の
衣
類
一
式
の
記
録
が
あ
る
が
、
遺
言

書
等
に
は
夫
婦
に
子
供
が
い
た
こ
と
を
示
す
記
載
は
な
い
。

（
62
）　A

H
PB,M

orelló,1117/6:153-154v.

（
63
）　H

ufton,O
.

（1981

）,

“Wom
en,w

orkandm
arriagein

eighteenthcenturyFrance

”,inO
uthw

aite,R.B.

（ed.

）,
M
arriage and Society: studies in social history of m

ar
riage,London,Europa.

（
64
）　H

ufton

（1995

）,pp.90-91;ídem
.

（1975

）,

“Wom
enand

theFam
ilyEconom

yinEighteenthCenturyFrance

”,
French H

istorical Studies,9-1,pp.1-22;H
after（1995

）,p.
47;ídem

.

（1979

）,

“TheʻProgram
m
edʼBrocadeLoom

and
theD

eclineoftheD
raw

girl

”,inT
rescott,M

artaM
oore

（ed.

）,D
ynam

os and V
irgins R

evisited: W
om

en and 
T
echnological Change in H

istory,M
etuchen,N

.J.,Scare
crow

Press,pp.49-66.

特
に
絹
の
ブ
ロ
ケ
ー
ド
の
模
様
を
織
り

出
す
た
め
の
織
機
の
コ
ー
ド
を
引
く
補
助
労
働
に
使
わ
れ
、
彼
女

ら
は

“tireuses

”（draw
girls

）
と
呼
ば
れ
た
。

（
65
）　

註（
10
）参
照
。
こ
う
い
っ
た
ギ
ル
ド
外
の
労
働
力
の
雇
用
や
、

本
来
禁
止
さ
れ
て
い
た
下
請
生
産
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、「
死

後
財
産
目
録
」
の
商
品
在
庫
に
つ
い
て
の
記
述
や
、
王
権
に
特
権

工
場
の
認
可
を
申
請
し
た
際
の
文
書
か
ら
も
推
測
で
き
る
。Y

a
m
am

ichi,Y
.

（2019

）,

“Losfabricantesdem
ediasdeseda

delaBarcelonapreindustrial,1770-1808

”,enSolà,À


（ed.

）,G
rem

ios, trabajo, artesanos y género en el sur de 



史
　
　
　
学
　
第
八
九
巻
　
第
四
号

）

一
一
二　
（
四
二
六

E
uropa, siglos X

V
I-X

IX
, Barcelona,U

niversitatdeBar
celona/lcaria,p.194.

（
66
）　A

H
PB,M

orelló,1117/6:148v-151v.
（
67
）　A

H
PB,A

rtigas,1086/29:154v/156v.

（
68
）　

親
方
撚
糸
工
バ
ル
ト
ゥ
メ
ウ
・
マ
ス
カ
ロ
ー
の
娘
フ
ラ
ン
シ
ス

カ
は
、
数
年
に
お
よ
ぶ
家
内
奉
公
と
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
の
縫
い
合
わ

せ
の
針
仕
事
で
稼
い
だ
二
百
リ
ウ
ラ
の
持
参
金
と
箪
笥
一
竿
を
持

っ
て
、
靴
職
人
親
方
ジ
ャ
ウ
マ
・
ク
デ
ィ
ナ
と
結
婚
し
て
い
る
。

結
婚
契
約
書
の
日
付
は
一
七
九
九
年
十
月
で
あ
る
が
「
す
で
に
数

年
前
に
」
宗
教
的
な
結
婚
は
な
さ
れ
て
い
た
と
あ
り
、
結
婚
後
も

仕
事
を
し
な
が
ら
持
参
金
を
準
備
し
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ

る
。A

H
PB,Sayrols,1114/25:307-308v.

（
69
）　

絹
リ
ボ
ン
織
親
方
ア
ウ
ダ
ル
ト
・
ジ
ュ
ル
ダ
ー
ナ
の
娘
マ
リ
ア

レ
ー
ナ
は
、
一
七
八
三
年
に
十
七
歳
で
教
師
と
結
婚
し
た
際
に
は

百
リ
ウ
ラ
と
箪
笥
一
竿
を
持
参
し
た
だ
け
だ
っ
た
が
、
一
八
〇
三

年
に
三
人
の
子
を
連
れ
て
非
常
に
裕
福
な
公
証
人
ド
ミ
ン
ゴ
・
ク

ル
タ
ー
ダ
と
再
婚
し
た
際
に
は
、
ラ
・
リ
ブ
ラ
タ
リ
ア
通
り
に
モ

ス
リ
ン
生
地
な
ど
を
扱
う
服
飾
雑
貨
店
を
経
営
し
て
お
り
、
店
は

前
夫
か
ら
の
四
百
リ
ウ
ラ
の
投
資
以
外
に
は
「
全
て
自
ら
の
手
腕

に
よ
っ
て
手
に
入
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
」、
夫
の
介
入
を
受
け
ず

に
経
営
し
、
自
分
の
財
産
と
し
て
所
持
し
続
け
る
と
述
べ
て
い
る

（A
H
PB,EliasiBosc,1123/6:251-253v;1123/26:122v-

125.

）。
父
親
は
マ
リ
ア
ー
ナ
の
初
婚
時
に
す
で
に
亡
く
、
兄
ジ
ュ

ア
ン
が
絹
リ
ボ
ン
織
り
の
家
業
を
継
い
で
い
る
（ibid.,1123/7:
275-278

）。
マ
リ
ア
レ
ー
ナ
が
独
立
し
て
事
業
を
営
む
才
覚
あ
る

女
性
だ
っ
た
こ
と
に
加
え
、
実
家
の
家
業
が
そ
れ
を
助
け
た
と
思

わ
れ
る
が
、
一
七
八
五
年
の
女
性
の
経
済
活
動
の
自
由
化
が
こ
の

よ
う
な
女
性
に
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

（
70
）　ZuccaM

icheletto（2011

）;ídem
.（2014

）.　



（
71
）　Babeau,A

.

（1886

）,Les artisans et les dom
estiques 

dʼautrefois,Paris,F.D
idot,p.178.CitedinM

elish（1995

）,
p.87.

（
72
）　Lanza,J.M

.

（2007

）,From
 W

ives to W
idow

s in E
arly 

M
odern Paris. G

ender, E
conom

y, and Law
,A

ldershot,
A
shgate,p.84,87.

（
73
）　H

after（1995

）.

（
74
）　

例
え
ば
「
結
婚
契
約
書
」
で
持
参
財
に
仕
事
の
道
具
を
含
む
も

の
は
皆
無
に
近
く
、「
死
後
財
産
目
録
」
で
織
機
な
ど
が
女
性
の
財

産
と
し
て
記
録
さ
れ
た
り
、
女
性
が
使
っ
て
い
た
と
言
及
さ
れ
た

り
す
る
ケ
ー
ス
も
、
夫
か
ら
相
続
し
た
工
房
を
運
営
す
る
寡
婦
の

場
合
を
除
い
て
た
い
へ
ん
少
な
い
。
絹
リ
ボ
ン
織
り
親
方
フ
ラ
ン

セ
ス
ク
・
ウ
リ
バ
の
妻
マ
ヌ
エ
ラ
が
、
夫
が
使
っ
て
い
た
複
数
の

リ
ボ
ン
を
一
度
に
織
る
こ
と
の
で
き
る
最
新
の
織
機
の
他
に
、
自

ら
使
用
す
る
た
め
に
結
婚
時
に
持
参
し
た
リ
ボ
ン
用
の
織
機
を
所

持
し
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
例
外
的
な
ケ
ー
ス
で
あ
る
。

Y
am

am
ichiySolà（2018a

）,p.176.

（
75
）　

十
八
世
紀
ス
ペ
イ
ン
の
識
字
率
に
関
す
る
統
計
は
存
在
し
な
い

が
、
一
八
八
七
年
の
国
勢
調
査
に
よ
れ
ば
ス
ペ
イ
ン
全
体
の
非
識

字
率
（
十
歳
以
上
の
人
口
の
う
ち
字
を
書
け
な
い
者
の
割
合
）
は

六
五
％
（
非
識
字
者
の
六
一
％
が
女
性
）、
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
県
で
は

五
二
％
（
非
識
字
者
の
六
三
％
が
女
性
）
で
あ
り
、
一
九
二
〇
年

の
国
勢
調
査
に
よ
れ
ば
ス
ペ
イ
ン
全
体
の
非
識
字
率
は
四
四
％



産
業
化
以
前
の
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
に
お
け
る
家
業
と
女
性
（
一
七
七
〇
―
一
八
二
〇
）

）

一
一
三　
（
四
二
七

（
非
識
字
者
の
六
一
％
が
女
性
）、
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
県
で
は
二
四
％

（
非
識
字
者
の
六
六
％
が
女
性
）
だ
っ
た
。V

ilanovaRibas,M
.

yM
orenoJulià,X

.（1992

）,A
tlas de la evolución del anal

fabetism
o en E

spaña de 1887 a 1981,M
adrid,C.I.D

.E.,
pp.232-233;274-275.

（
76
）　

サ
ン
プ
ル
数
は
今
回
よ
り
も
少
な
い
が
、
新
婦
の
署
名
率
に
関

す
る
分
析
は
、Y

am
am

ichiySolà

（2018a

）,p.175.

表
１
を

含
め
て
署
名
率
に
関
す
る
デ
ー
タ
はY

am
am

ihiySolà

（2019

）

で
発
表
。

（
77
）　

二
百
リ
ウ
ラ
ち
ょ
う
ど
の
持
参
金
を
持
っ
て
結
婚
し
た
親
方
の

娘
二
十
人
の
う
ち
署
名
あ
り
は
五
人
に
過
ぎ
な
い
が
、
三
百
リ
ウ

ラ
の
持
参
金
を
持
っ
て
結
婚
し
た
娘
十
人
で
は
署
名
あ
り
が
七
人

と
な
り
、
署
名
あ
り
と
な
し
の
割
合
が
逆
転
す
る
の
は
二
百
リ
ウ

ラ
と
三
百
リ
ウ
ラ
の
間
で
あ
る
。

（
78
）　

Ｒ
・
ク
ン
ゴ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
千
リ
ウ
ラ
の
持
参
金
を
用
意
す

る
こ
と
は
当
時
の
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
社
会
に
お
い
て
家
族
の
富
裕
さ

の
象
徴
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
持
参
金
の
多
寡
へ
の
社

会
的
評
価
と
子
供
の
数
は
関
係
し
な
か
っ
た
。CongostCo

lom
er,R.

（2010

）,

“Elsdotscom
aindicadorsdeles

desigualtatssocialsidelasevaevolucióeneltem
ps

”,
RosM

assana

（2010

）,pp.163-164.

三
百
リ
ウ
ラ
と
い
う
金
額

の
目
安
に
つ
い
て
は
註（
56
）を
参
照
。

（
79
）　

山
道
（
二
〇
一
四
）
七
三
―
七
四
頁
。

（
80
）　

母
親
の
権
利
に
つ
い
て
言
及
が
な
か
っ
た
の
は
一
件
の
み
で
、

他
の
一
件
で
は
六
千
リ
ウ
ラ
と
い
う
多
額
の
資
産
が
与
え
ら
れ
て

い
た
。

（
81
）　BirrielSalcedo,M

.M
.

（2008

）,

“Elcónyugesupérstite
enelderechohispano

”,Chronica N
ova,34,p.36;Pérez

M
olina（1997

）,pp.232-233.

（
82
）　

二
二
二
人
の
絹
産
業
者
の
妻
・
寡
婦
の
遺
言
書
を
調
べ
た
際
、

複
数
回
結
婚
し
て
い
た
の
は
二
七
人
（
一
二
・
一
六
％
）
だ
っ
た

（
山
道
、
二
〇
一
四
、
七
四
頁
）。
今
回
調
査
し
た
四
二
五
件
の
結

婚
契
約
書
で
は
、
新
婦
が
再
婚
だ
っ
た
の
は
二
四
件
（
五
・
六

四
％
）
に
と
ど
ま
っ
た
。

（
83
）　

ト
リ
ノ
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
、
シ
エ
ナ
の
研
究
に
お
い
て
も
同
様

の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。ZuccaM

icheletto（2014

）,p.328.

（
84
）　A

H
PB

,M
adriguera,1085/22:412-414;443-444v;

A
H
PB,Portell,1142/36:240-241;393-395.

（
85
）　

子
供
に
財
産
が
渡
さ
れ
る
の
は
、
男
子
の
場
合
に
は
ギ
ル
ド
の

親
方
資
格
な
ど
を
取
得
し
独
立
す
る
と
き
か
聖
職
者
に
な
る
と
き
、

女
子
の
場
合
に
は
婚
姻
時
か
修
道
院
に
入
る
と
き
で
あ
る
。

（
86
）　A

H
PB,M

adriguera,1085/22:413v.

（
87
）　A

H
PB,Sanjoan,1092/12:9.

（
88
）　A

H
PB,Portell,1142/36:240v.

（
89
）　

リ
ヨ
ン
の
絹
織
物
業
に
お
い
て
も
、
特
に
小
規
模
工
房
に
お
い

て
、
妻
の
労
働
が
独
立
経
営
を
維
持
で
き
る
か
ど
う
か
の
成
否
に

関
わ
る
重
要
性
を
持
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
妻
は

子
供
が
生
ま
れ
て
も
、
子
供
を
里
子
に
出
す
な
ど
し
て
働
き
続
け

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
。
女
性
の
労
働
参
加
に
は
、
経
済
的

主
体
性
獲
得
と
い
う
以
外
の
側
面
も
あ
っ
た
の
は
当
然
で
あ
る
。

H
ufton（1975

）,p.13.

（
90
）　

親
方
が
亡
く
な
っ
た
後
に
寡
婦
が
工
房
の
経
営
を
引
き
継
ぐ
こ



史
　
　
　
学
　
第
八
九
巻
　
第
四
号

）

一
一
四　
（
四
二
八

と
が
認
め
ら
れ
る
条
件
は
ギ
ル
ド
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
多
く
の

場
合
、
毎
年
の
分
担
金
を
支
払
う
こ
と
、
技
術
の
あ
る
職
人
を
雇

っ
て
い
る
こ
と
、
再
婚
せ
ず
に
亡
夫
の
姓
を
名
乗
っ
て
い
る
こ
と

な
ど
で
あ
り
、
新
た
に
徒
弟
を
雇
い
入
れ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な

か
っ
た
。Y

am
am

ichi（2014

）,pp.337-338,nota37.

（
91
）　A

rxiuH
istòricdelaCiutatdeBarcelona

（A
H
CB

）,
CA

M
S,A

M
M
-C-56,18-381.

（
92
）　
「
徴
税
台
帳
」
に
よ
る
と
自
身
で
工
房
を
持
つ
親
方
は
二
割
〜

三
割
と
な
る
が
、
税
負
担
を
安
く
済
ま
せ
る
た
め
の
過
少
申
告
が

日
常
化
し
て
お
り
、
こ
の
数
字
は
全
く
あ
て
に
な
ら
な
い
。

M
olas（1970

）,p.74.

（
93
）　V

icente（2008

）,p.55.

（
94
）　Lanza（2007

）,p.116.

（
95
）　Cavallo,（2007

）,pp.169-171.

（
96
）　

カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
（
お
よ
び
バ
レ
ン
シ
ア
）
に
お
い
て
、
妻
は
夫

の
死
後
一
年
間
は
再
婚
を
認
め
ら
れ
な
い
代
わ
り
に
、
夫
の
遺
言

書
で
妻
に
財
産
の
相
続
や
用
益
権
が
定
め
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
に

も
、
そ
の
間
、
亡
夫
の
財
産
に
よ
り
扶
養
さ
れ
る
権
利
を
有
し
た
。

カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
慣
習
法
に
よ
る
こ
の
制
度
は
「
哀
悼
の
一
年

（anydeplor

）」
と
呼
ば
れ
、
一
三
五
一
年
に
ペ
ラ
三
世
に
よ
り

成
文
化
さ
れ
た
。
妻
は
そ
の
間
、
持
参
財
と
夫
か
ら
の
贈
与
の
返

還
を
要
求
で
き
な
か
っ
た
が
、
一
年
後
に
こ
れ
ら
が
支
払
わ
れ
な

い
場
合
、
亡
夫
の
財
産
の
用
益
権

（tenuta

）
を
得
る
権
利
が
認

め
ら
れ
た
。
こ
の
寡
婦
と
し
て
の
権
利
行
使
に
は
、
夫
の
死
後
一

ヶ
月
以
内
に
「
死
後
財
産
目
録
」
が
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
、

公
証
人
に
よ
る
「
結
婚
契
約
書
」
が
取
り
交
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
条
件
と
さ
れ
た
。
“anydeplor

”enGranEnciclopèdia
Catalana

（https://w
w
w
.enciclopedia.cat/ecgec0159386.

xm
l

）;BirrielSalcedo

（2008

）,pp.17-19;PérezM
olina

（1997

）,pp.226-241.

（
97
）　

夫
が
先
に
亡
く
な
っ
た
七
五
件
の
夫
婦
に
つ
い
て
調
査
し
た
ウ

ィ
ッ
ト
ル
に
よ
れ
ば
、
一
般
的
に
は
寡
婦
の
死
亡
時
の
財
産
は
夫

の
死
亡
時
よ
り
も
減
少
し
て
い
る
が
、
個
別
の
事
例
で
は
、
宿
屋

の
経
営
や
モ
ル
ト
の
醸
造
な
ど
で
経
営
能
力
を
示
し
財
産
を
増
加

さ
せ
た
女
性
が
存
在
す
る
。W

hittle

（2014

）.

同
様
の
研
究
は

Erickson,A
.L.

（1999

）,

“Propertyandw
idow

hoodinEn
gland1660-1840

”,inCavallo,S.andW
arner,L.

（eds.

）,
W

idow
hood in M

edieval and E
arly M

odern E
urope,

N
ew

Y
ork,Longm

an.

（
98
）　A

H
PB,EliasiBosc,1123/44:198-199v.;199v.-211v.

（
99
）　
「
死
後
財
産
目
録
」
に
よ
る
取
引
相
手
等
の
詳
細
の
分
析
は
稿

を
改
め
た
い
。

（
100
）　

絹
の
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
は
ア
メ
リ
カ
植
民
地
市
場
で
の
需
要
が
非

常
に
高
く
、
難
破
や
海
賊
の
攻
撃
な
ど
に
遭
遇
し
な
い
限
り
、
大

き
な
利
益
を
上
げ
る
取
引
で
あ
っ
た
。
一
七
七
八
年
に
ア
メ
リ
カ

植
民
地
と
の
交
易
が
自
由
化
さ
れ
る
と
、
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
の
海
運

業
者
の
植
民
地
交
易
へ
の
参
加
が
一
気
に
増
加
し
、
船
員
と
の
信

頼
関
係
だ
け
で
行
な
え
る
マ
リ
ア
の
よ
う
な
や
り
方
の
取
引
に
、

中
小
規
模
の
手
工
業
者
や
女
性
が
参
入
し
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、

ス
ト
ッ
キ
ン
グ
を
植
民
地
市
場
で
売
っ
た
場
合
の
利
益
に
つ
い
て
、

筆
者
が
確
認
し
た
一
八
〇
三
年
の
あ
る
記
録
に
よ
る
な
ら
ば
、
四

三
七
リ
ウ
ラ
の
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
の
荷
に
対
し
て
、
荷
を
預
け
た
相



産
業
化
以
前
の
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
に
お
け
る
家
業
と
女
性
（
一
七
七
〇
―
一
八
二
〇
）

）

一
一
五　
（
四
二
九

手
と
利
益
を
折
半
し
た
結
果
、
七
五
〇
リ
ウ
ラ
の
支
払
い
を
受
け
、

三
一
三
リ
ウ
ラ
の
利
益
を
得
て
い
る
。A

H
PB,M

orelló,
1117/42:231;Y

am
am

ichi（2019

）,pp.198-200.
（
101
）　

残
さ
れ
た
夫
マ
リ
ア
ー
ノ
は
一
八
〇
一
年
に
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
の

裕
福
な
ガ
ラ
ス
職
人
親
方
の
娘
と
再
婚
し
て
お
り
、
そ
の
結
婚
契

約
書
に
よ
れ
ば
、
新
婦
は
一
二
五
〇
リ
ウ
ラ
の
持
参
金
と
衣
類
や

リ
ネ
ン
類
を
入
れ
た
二
竿
の
箪
笥
を
持
参
し
て
い
る
。A

H
PB,

EliasiBosc,1123/24:35-37v.

（
102
）　

以
下
、
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
の
相
続
や
婚
姻
の
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て

は
主
に
、FerrerA

lòs,Ll.（2007

）,H
ereus, pubilles i cabalers: 

el sistem
a dʼhereu a C

atalunya,Barcelona,Editorial
A
fers;idem

.

（1991

）,

“Fam
iliaygrupossocialesenCata

luñaenlossiglosX
V
IIIyX

IX
”,enChacónJim

énez,F.

（cood.

）,Fam
ilia, grupos sociales y m

ujer en E
spaña 

（s. 
X
V
-X

IX

）,U
niversidaddeM

urcia,pp.119-135;idem
.

（2009

）,

“AchievingW
ellBeinginSpainthoroughthe

SingleH
eirSystem



（18th-19thCenturies
）”,inD

urães,
M
;FauveCham

oux,A
.;Ferrer,Ll;K

ok,J.

（eds.
）,T

he 
T
ransm

ission of W
ellBeing. G

endered M
arriage Strate

gies and Inheritance System
s in E

urope 

（17th-20th Cen
turies

）,Bern,PeterLang,pp.259-290;PérezM
olina

（1997

）;ídem
.（1994

）,

“Lasm
ujeresyelm

atrim
onioenel

derechocatalánm
oderno

”,enV
V
.A

A
.,Las m

ujeres en 
el A

ntiguo R
égim

en. Im
agen y realidad （s. X

V
I-X

V
III

）,
Barcelona,Icaria,pp.19-56

に
よ
る
。

（
103
）　PérezM

olina

（1997

）,p.182.

こ
の
贈
与
は
も
と
も
と
新
婦

の
処
女
性
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
と
い
う
意
味
を
持
つ
た
め
、
新

婦
が
再
婚
の
場
合
に
は
設
定
さ
れ
な
い
。
た
だ
し
、
本
稿
の
対
象

時
期
に
は
持
参
金
の
額
と
の
明
ら
か
な
相
関
が
見
ら
れ
、
現
実
的

に
は
婚
姻
期
間
中
に
運
用
さ
れ
る
持
参
金
の
運
用
益
の
妻
へ
の
分

与
の
約
束
と
し
て
（
夫
婦
共
同
財
産
制
の
場
合
の
婚
姻
解
消
時
の

財
産
分
与
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
）
機
能
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。

（
104
）　

一
般
に
持
参
財
の
「
増
額
」
は
、
夫
婦
に
子
供
が
な
い
ま
ま
妻

が
夫
に
先
立
た
れ
た
場
合
に
贈
与
さ
れ
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
、

妻
の
労
働
に
対
す
る
財
産
分
与
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
り
、
寡
婦

の
権
利
は
結
婚
契
約
書
内
の
他
の
条
項
や
、
夫
の
遺
言
書
な
ど
の

他
の
文
書
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。

（
105
）　

ほ
と
ん
ど
の
場
合
に
宗
教
的
結
婚
の
日
付
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、

契
約
が
結
婚
前
で
あ
る
か
後
で
あ
る
か
は
、
新
婦
／
妻
の
苗
字
と

処
女
（doncella

）
あ
る
い
は
誰
々
の
妻
と
い
う
表
記
か
ら
判
断

し
た
。
し
か
し
稀
に
日
付
や
年
数
を
記
録
し
て
い
る
公
証
人
が
お

り
、
そ
の
一
人
フ
ァ
ル
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
一
七
八
一
年
八
月
に
契

約
を
交
わ
し
た
飾
り
紐
親
方
フ
ラ
ン
セ
ス
ク
・
ケ
ー
ル
と
妻
マ
ル

ガ
リ
ー
ダ
は
そ
の
四
年
ほ
ど
前
に
結
婚
し
て
お
り
、
一
七
八
一
年

九
月
に
契
約
書
を
交
わ
し
た
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
製
造
親
方
ジ
ュ
ゼ
ッ

プ
・
ト
ー
ラ
ス
と
妻
イ
ザ
ベ
ル
は
七
六
年
一
月
に
結
婚
し
て
い
た

（A
H
PB,Ferrús,1121/27:182-184v;188-192

）。
前
者
は
妻

の
叔
父
た
ち
が
知
人
か
ら
持
参
金
を
集
め
た
と
あ
る
の
で
金
策
に

時
間
を
要
し
た
思
わ
れ
、
後
者
は
イ
ザ
ベ
ル
の
父
で
非
常
に
裕
福

な
親
方
だ
っ
た
マ
テ
ウ
・
ト
ー
ラ
ス
が
七
六
年
九
月
に
亡
く
な
っ

て
お
り
、
跡
取
り
娘
だ
っ
た
イ
ザ
ベ
ル
の
相
続
に
時
間
が
か
か
っ



史
　
　
　
学
　
第
八
九
巻
　
第
四
号

）

一
一
六　
（
四
三
〇

た
と
推
測
さ
れ
る
。

（
106
）　GarcíaFernández,M

.

（1999

）,

“Losbienesdotalesen
laciudaddeV

alladolid,1700-1850.Elajuardom
ésticoy

laevolucióndelconsum
eyladem

anda

”,enT
orrasy

Y
un（dirs..

）（1999

）,p.134.

（
107
）　

契
約
時
に
支
払
わ
れ
な
い
場
合
に
は
、
い
つ
支
払
わ
れ
る
の
か

が
定
め
ら
れ
た
。
フ
ァ
レ
ー
が
引
用
す
る
ク
デ
ィ
ナ
の
研
究
に
よ

れ
ば
、
結
婚
前
に
支
払
わ
れ
た
持
参
金
は
お
よ
そ
半
分
程
度
で
あ

り
、
十
八
世
紀
後
半
に
全
額
を
支
払
う
の
に
要
し
た
期
間
（
契
約

書
の
規
定
に
よ
る
）
は
平
均
し
て
結
婚
後
二
年
程
度
だ
っ
た
。Co

dina,J.

（1997

）,C
ontractes de m

atrim
oni al D

elta del 
Llobregat 

（s. X
V
I al X

IX
）,Barcelona,FundacióN

ogue
ra;Ferrer,Ll.

（2010

）,

“Lesclàusulesdelscapítolsm
a

trim
onials

”,enRosM
assana

（2010
）,pp.75-76.

筆
者
が
見

た
中
に
は
長
期
に
支
払
い
を
延
ば
す
こ
と
を
定
め
た
文
書
は
あ
ま

り
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
例
外
的
な
事
例
と
し
て
、
奉
公
先
の
女

主
人
か
ら
三
千
リ
ウ
ラ
も
の
贈
与
を
受
け
て
フ
ラ
ン
ス
の
ル
・
ヴ

ィ
ガ
ン
出
身
の
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
製
造
親
方
ジ
ャ
ン
・
マ
ル
ザ
ッ
ク

と
結
婚
し
た
マ
リ
ア
（
バ
レ
ン
シ
ア
の
ア
ル
マ
ソ
ー
ラ
村
の
農
家

の
娘
）
は
、
結
婚
前
に
千
リ
ウ
ラ
を
、
九
年
の
う
ち
に
残
り
の
二

千
リ
ウ
ラ
を
支
払
う
と
取
り
決
め
て
い
た
（A

H
PB,M

orelló,
1117/24:376-378

）。

（
108
）　

国
内
移
民
の
女
性
の
場
合
に
結
婚
契
約
書
が
作
成
さ
れ
て
い
な

い
割
合
が
高
い
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
山
道
佳
子
「
ピ

レ
ネ
ー
か
ら
大
西
洋
へ
：
近
代
揺
籃
期
の
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
に
お
け

る
絹
産
業
の
親
方
た
ち
と
そ
の
家
族
」、
神
崎
忠
昭
・
長
谷
部
史
彦

編
『
地
中
海
圏
都
市
の
活
力
と
変
貌
』（
二
〇
二
〇
年
度
刊
行
予
定
、

慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
）。

（
109
）　

寡
婦
の
再
婚
の
事
例
を
含
め
て
い
な
い
た
め
、
先
に
述
べ
た
四

〇
件
と
い
う
数
と
は
異
な
る
。

（
110
）　GarcíaFernández,M

.

（2010

）,

“Ladotefem
enina:

posibilidadesdeincrem
entodelconsum

oalcom
ienzo

delciclofam
iliar.Culturam

aterialcastellanacom
parada

（1650-1850

）”,enD
osGuim

araesSá,I.yGarcíaFernán
dez,M

.（eds.

）,Portas adentro. Com
er, vestir, habitar （ss. 

X
V
I-X

IX

）,U
niversidadedeCoim

bra/U
niversidadde

V
alladolid,p.123.

（
111
）　

こ
の
点
へ
の
着
眼
に
つ
い
て
は
、
公
証
人
文
書
の
読
み
方
に
つ

い
て
筆
者
に
様
々
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
た
リ
デ
ィ
ア
・
ト
ー
ラ

に
感
謝
し
た
い
。

（
112
）　

妻
の
「
持
参
金
」
は
工
房
を
経
営
す
る
手
工
業
者
に
と
っ
て
最

後
の
頼
み
の
綱
と
も
な
り
う
る
資
金
で
あ
り
、
新
し
い
家
庭
の
経

営
資
金
と
し
て
使
わ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
夫
の
父
親
の
事
業
に
投

資
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。Y

am
am

ichiySolà

（2018a

）,p.
171.

（
113
）　H

after（1995

）,p.45.


